
  

一 

令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

条 
 

例 

○ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条 

 
 

 

 
 

例 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
二 

○ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
四 

○ 

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

五
〇 

○ 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

五
〇 

○ 

水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
き
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

五
〇 

○ 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
〇 

条

例

の

あ

ら

ま

し 

○ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
□
条
例
第
四
十
号
□
□
人
事
課
□ 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

１ 

人
事
委
員
会
勧
告
に
基
づ
く
給
料
表
の
改
定
□
第
一
条
□
第
三
条
及
び
第
五
条
関
係
□ 

 
 

 
 

全
給
料
表
の
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
□ 

 
 

２ 

人
事
委
員
会
勧
告
に
基
づ
く
諸
手
当
の
改
定
□
第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
□ 

 
 

 
 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
□
次
の
と
お
り
支
給
割
合
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
□ 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
度
に
係
る
十
二
月
期
の
支
給
割
合
の
引
き
上
げ 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
度
以
降
に
係
る
六
月
期
及
び
十
二
月
期
の
支
給
割
合
の
配
分
の
変
更 

 
 

 
 

 

任
期
付
研
究
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員
に
係
る
期
末
手
当
に
つ
い
て
□
次
の
と
お
り
支
給
割 

 
 

 
 

合
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
□ 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
度
に
係
る
十
二
月
期
の
支
給
割
合
の
引
き
上
げ 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
度
以
降
に
係
る
六
月
期
及
び
十
二
月
期
の
支
給
割
合
の
配
分
の
変
更 

 
 

３ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
等
の
改
定
□
第
一
条
及
び
第
二
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
度
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
□
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
引
き
上
げ 

 
 

 
 

る
こ
と
と
し
た
□ 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
度
以
降
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
□
六
月
期
及
び
十
二
月
期
の
支
給 

 
 

 
 

割
合
の
配
分
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
□ 

 

二 

施
行
期
日
等 

 
 

１ 

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
□
た
だ
し
□
一
２ 

 

及
び 

 

並
び
に
３ 

に
つ
い

て
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
□ 

 
 

２ 

一
１
に
つ
い
て
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
□
一
２ 

 

及
び 

 

並
び
に
３ 

に
つ
い
て
は 

 
 

 

同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
□ 

 
 

３ 

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
□ 

 
 

４ 

特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
□
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
□
所
要
の
規
定
の

整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
□ 

 

○ 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
□
条

例
第
四
十
一
号
□
□
市
町
村
課
□ 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

１ 

市
町
村
へ
の
権
限
の
移
譲 

 
 

 
 

 

都
市
計
画
法
等
に
基
づ
く
開
発
行
為
の
許
可
等
の
権
限
を
袖
ケ
浦
市
に
移
譲
す
る
こ
と
と
し

た
□
□
別
表
第
四
十
二
号
関
係
□ 

 
 

 
 

 

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
宅
地
の
認
定
の
権
限
を
袖
ケ
浦
市
に
移
譲
す
る
こ
と
と
し

た
□
□
別
表
第
四
十
五
号
の
二
関
係
□ 

 
 

 
 

 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
に
基
づ
く
中
間
検
査
等
□
開
発
許
可
を
受
け
た
と
き
に

係
る
も
の
に
限
る
□
□
の
権
限
を
市
川
市
□
木
更
津
市
□
松
戸
市
□
野
田
市
□
成
田
市
□
佐
倉

市
□
習
志
野
市
□
流
山
市
□
八
千
代
市
□
我
孫
子
市
□
鎌
ケ
谷
市
□
印
西
市
及
び
白
井
市
に
移

譲
す
る
こ
と
と
し
た
□
□
別
表
第
四
十
七
号
関
係
□ 

 
 

２ 

権
限
の
移
譲
対
象
市
町
村
か
ら
の
除
外 

 
 

 
 

 

都
市
計
画
法
等
に
基
づ
く
開
発
行
為
の
許
可
の
申
請
の
受
理
等
の
権
限
に
つ
い
て
□
移
譲
対

象
市
町
村
か
ら
袖
ケ
浦
市
を
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
□
□
別
表
第
四
十
三
号
関
係
□ 

 
 

 
 

 

租
税
特
別
措
置
法
等
に
基
づ
く
優
良
宅
地
の
認
定
に
係
る
申
請
の
受
理
等
の
権
限
に
つ
い

て
□
移
譲
対
象
市
町
村
か
ら
袖
ケ
浦
市
を
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
□
□
別
表
第
四
十
六
号
関

係
□ 

 
 

３ 

移
譲
事
務
の
範
囲
の
見
直
し 

 
 

 
 

医
師
法
等
に
基
づ
く
免
許
申
請
の
受
理
等
の
権
限
に
つ
い
て
□
当
該
申
請
等
が
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
の
受
理
等
に
限
り
□
移
譲
す
る
事
務
に
含
め
な
い

こ
と
と
し
た
□
□
別
表
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
十
四
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
関
係
□ 

 
 

４ 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
に
つ
い
て
□
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と

し
た
□
□
別
表
第
四
十
八
号
関
係
□ 

 
 

５ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
□ 

 

二 

施
行
期
日
等 

 
 

１ 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
□
た
だ
し
□
３
及
び
５
に
つ
い
て
は
公
布
の

日
か
ら
□
一
１ 
及
び
４
に
つ
い
て
は
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
規
則
で
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
□ 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

12 

月

24

日 

号 
 

外 

 

 

（一） 

 

（二） 

 

（一） 

 

（二） 

 

（一） 
 

（二） 
 

（２ ） 
 

（二） 

 

（一） 
 

（二） 
 

（一） 

 

（２ ） 

 

（１） 
 

（１） 

 

（二） 

 

（二） 

 

（一） 

 

（一） 

 

（三） 

 
（三） 

 

（１） 

 

（１） 

 

（２ ） 

 

（２ ） 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第７８号 令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 
 

 

２ 

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
□ 

 
○ 
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
□
条
例
第
四
十
二
号
□
□
政
策
法
務
課
□ 

 

一 
改
正
の
概
要 

 
 

１ 
次
の
手
数
料
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
□
□
別
表
第
一
関
係
□ 

 
 

 
 

 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
に
基
づ
く
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
工
事
許
可
申
請

手
数
料
等
五
件 

 
 

 
 

 

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
認
定
申
請

手
数
料
の
う
ち
□
誘
導
仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合
の
手
数
料
六
件 

 
 

 
 

 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□

消
費
性
能
適
合
性
判
定
申
請
手
数
料
の
う
ち
□
住
宅
及
び
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
未
満
の
非
住
宅

建
築
物
に
係
る
手
数
料
二
十
二
件 

 
 

 
 

 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□

消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
の
う
ち
□
誘
導
仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場
合
の
手

数
料
六
件 

 
 

２ 

次
の
手
数
料
の
額
の
改
定
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
□
□
別
表
第
一
関
係
□ 

 
 

 
 

 

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
申
請
手

数
料 

 
 

 
 

 

旅
券
法
に
基
づ
く
一
般
旅
券
の
発
給
手
数
料 

 
 

 
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
又
は
免
許
の
更
新
の
申
請
手
数
料 

 
 

 
 

 

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
確
認
申
請
手
数
料
等
六
件 

 
 

３ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消

費
性
能
認
定
申
請
手
数
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
□
□
別
表
第
一
関
係
□ 

 
 

４ 

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
に
係
る
事
務
の
手
数
料
に
つ
い
て
□
所
要

の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
□
□
別
表
第
一
関
係
□ 

 
 

５ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
□ 

 

二 

施
行
期
日
等 

 
 

１ 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
□
た
だ
し
□
一
１ 

及
び
４
に
つ
い
て
は
同

年
五
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
□
一
２ 

に
つ
い
て
は
同
年
三
月

一
日
か
ら
□
一
２ 

に
つ
い
て
は
同
月
二
十
四
日
か
ら
□
一
５
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
□ 

 
 

２ 

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
□ 

 

○ 

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
□
条
例
第

四
十
三
号
□
□
健
康
福
祉
指
導
課
□ 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

１ 

救
護
施
設
□
更
生
施
設
□
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

の
一
部
改
正
に
よ
り
□
救
護
施
設
及
び
更
生
施
設
に
お
い
て
各
入
所
者
ご
と
に
個
別
支
援
計
画
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
□
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
□

□
第
十
九
条
及
び
第
二
十
四
条
関
係
□ 

 
 

２ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
□ 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
□ 

 

○ 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
□
条
例

第
四
十
四
号
□
□
児
童
家
庭
課
□ 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
よ
り
□
給
付
金
と
し
て
支
払
を

受
け
た
金
銭
の
管
理
を
行
う
施
設
に
母
子
生
活
支
援
施
設
が
新
た
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
□
所

要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
□
□
第
十
七
条
関
係
□ 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
□ 

 

○ 

水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
き
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
□
条
例
第
四
十
五

号
□
□
水
質
保
全
課
□ 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
よ
り
□
排
出
水
の
汚
染
状
態
に
係
る
項
目
が
大
腸
菌
群

数
か
ら
大
腸
菌
数
に
変
更
さ
れ
□
そ
の
許
容
限
度
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
□
所
要
の
改
正
を
行

う
こ
と
と
し
た
□
□
別
表
第
三
及
び
別
表
第
六
関
係
□ 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
□ 

 

○ 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
□
条
例
第
四
十
六
号
□
□
建
築
指
導
課
□ 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
□
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
□
□
第
五
十
条
の

二
関
係
□ 

 

二 
施
行
期
日 

 
 

 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
□ 

条

例 

 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

 

（一） 

 

（二） 

 

（一） 

 

（二） 

 

（三） 

 

（四） 
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（二） 

 

（一） 

 

（三） 
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千
葉
県
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例
第
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十
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職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

□
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
□ 

第
一
条 
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
二
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
二
十
条
第
二
項
中
□
百
分
の
百
二
十
二
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
に
□
□
百
分
の
百

二
・
五
□
を
□
百
分
の
百
七
・
五
□
に
改
め
□
同
条
第
三
項
中
□
百
分
の
百
二
十
二
・
五
□
を
□
百
分

の
百
二
十
七
・
五
□
に
□
□
百
分
の
六
十
八
・
七
五
□
を
□
百
分
の
七
十
一
・
二
五
□
に
□
□
百
分
の

百
二
・
五
□
を
□
百
分
の
百
七
・
五
□
に
□
□
百
分
の
五
十
八
・
七
五
□
を
□
百
分
の
六
十
一
・
二

五
□
に
改
め
る
□ 

 
 

第
二
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
□
百
分
の
百
二
・
五
□
を
□
百
分
の
百
七
・
五
□
に
□
□
百
分
の

百
二
十
二
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
に
改
め
□
同
項
第
二
号
中
□
百
分
の
四
十
八
・
七

五
□
を
□
百
分
の
五
十
一
・
二
五
□
に
□
□
百
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の
五
十
八
・
七
五
□
を
□
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十
一
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二
五
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百
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の
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二
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五
□
を
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百
七
・
五
□
に
改
め
る
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令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
 

 
 

 
 

 

                                   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
考

こ
の

表
は
、
他
の
給
料
表

の
適

用
を
受
け
な
い
全
て

の
職

員
に
適
用
す
る
。
た

だ
し
、
附
則
第
四
項
に
規

定
す
る
職

員
を
除

く
。
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4
2
8
,5

0
0

5
2
6
9
,4

0
0

3
2
5
,7

0
0

3
6
8
,4

0
0

4
3
0
,2

0
0

6
2
7
0
,9

0
0

3
2
7
,6

0
0

3
7
0
,8

0
0

4
3
2
,1

0
0

7
2
7
2
,4

0
0

3
2
9
,4

0
0

3
7
3
,3

0
0

4
3
4
,0

0
0

8
2
7
3
,9

0
0

3
3
1
,2

0
0

3
7
5
,7

0
0

4
3
5
,8

0
0

9
2
7
5
,7

0
0

3
3
3
,0

0
0

3
7
8
,2

0
0

4
3
7
,2

0
0

1
0

2
7
7
,7

0
0

3
3
4
,9

0
0

3
8
0
,7

0
0

4
3
9
,1

0
0

1
1

2
7
9
,7

0
0

3
3
6
,7

0
0

3
8
3
,2

0
0

4
4
1
,0

0
0

1
2

2
8
1
,7

0
0

3
3
8
,5

0
0

3
8
5
,6

0
0

4
4
2
,9

0
0

1
3

2
8
3
,7

0
0

3
4
0
,3

0
0

3
8
8
,0

0
0

4
4
4
,3

0
0

1
4

2
8
5
,9

0
0

3
4
1
,9

0
0

3
8
9
,6

0
0

4
4
6
,2

0
0

1
5

2
8
8
,0

0
0

3
4
3
,5

0
0

3
9
1
,1

0
0

4
4
8
,1

0
0

1
6

2
9
0
,1

0
0

3
4
5
,0

0
0

3
9
2
,6

0
0

4
5
0
,0

0
0

1
7

2
9
2
,0

0
0

3
4
6
,5

0
0

3
9
3
,6

0
0

4
5
1
,7

0
0

1
8

2
9
4
,7

0
0

3
4
8
,1

0
0

3
9
5
,3

0
0

4
5
3
,5

0
0

1
9

2
9
7
,4

0
0

3
4
9
,7

0
0

3
9
6
,7

0
0

4
5
5
,3

0
0

2
0

3
0
0
,0

0
0

3
5
1
,3

0
0

3
9
8
,0

0
0

4
5
7
,1

0
0

2
1

3
0
2
,6

0
0

3
5
2
,7

0
0

3
9
9
,2

0
0

4
5
9
,1

0
0

2
2

3
0
5
,0

0
0

3
5
4
,7

0
0

4
0
0
,2

0
0

4
6
1
,3

0
0

2
3

3
0
7
,4

0
0

3
5
6
,7

0
0

4
0
1
,2

0
0

4
6
3
,7

0
0

2
4

3
0
9
,6

0
0

3
5
8
,7

0
0

4
0
2
,2

0
0

4
6
6
,0

0
0

2
5

3
1
1
,8

0
0

3
6
0
,5

0
0

4
0
3
,1

0
0

4
6
8
,0

0
0

2
6

3
1
3
,8

0
0

3
6
2
,1

0
0

4
0
4
,2

0
0

4
7
0
,1

0
0

2
7

3
1
5
,8

0
0

3
6
3
,7

0
0

4
0
5
,3

0
0

4
7
2
,2

0
0

2
8

3
1
7
,8

0
0

3
6
5
,3

0
0

4
0
6
,4

0
0

4
7
4
,2

0
0

2
9

3
1
9
,8

0
0

3
6
6
,6

0
0

4
0
7
,5

0
0

4
7
6
,2

0
0

3
0

3
2
1
,7

0
0

3
6
8
,1

0
0

4
0
8
,6

0
0

4
7
8
,5

0
0

3
1

3
2
3
,6

0
0

3
6
9
,5

0
0

4
0
9
,7

0
0

4
8
0
,7

0
0

3
2

3
2
5
,5

0
0

3
7
0
,8

0
0

4
1
0
,8

0
0

4
8
2
,6

0
0

3
3

3
2
7
,3

0
0

3
7
2
,1

0
0

4
1
1
,9

0
0

4
8
4
,5

0
0

3
4

3
2
9
,2

0
0

3
7
3
,3

0
0

4
1
3
,0

0
0

4
8
6
,6

0
0

3
5

3
3
1
,1

0
0

3
7
4
,5

0
0

4
1
4
,1

0
0

4
8
8
,8

0
0

3
6

3
3
3
,0

0
0

3
7
5
,6

0
0

4
1
5
,3

0
0

4
9
0
,8

0
0

3
7

3
3
4
,7

0
0

3
7
6
,7

0
0

4
1
6
,3

0
0

4
9
2
,9

0
0

3
8

3
3
5
,9

0
0

3
7
8
,1

0
0

4
1
7
,4

0
0

4
9
4
,9

0
0

3
9

3
3
7
,0

0
0

3
7
9
,4

0
0

4
1
8
,5

0
0

4
9
6
,8

0
0

教
　

育
　

職
　

給
　

料
　

表

号
給

職
員

の
区

分定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員
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千 葉 県 報 号外第７８号 令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4
0

3
3
8
,1

0
0

3
8
0
,7

0
0

4
1
9
,7

0
0

4
9
8
,7

0
0

4
1

3
3
8
,7

0
0

3
8
2
,0

0
0

4
2
0
,6

0
0

5
0
0
,7

0
0

4
2

3
3
9
,1

0
0

3
8
3
,3

0
0

4
2
1
,7

0
0

5
0
2
,6

0
0

4
3

3
3
9
,5

0
0

3
8
4
,6

0
0

4
2
2
,8

0
0

5
0
4
,3

0
0

4
4

3
3
9
,9

0
0

3
8
5
,9

0
0

4
2
3
,8

0
0

5
0
6
,2

0
0

4
5

3
4
0
,5

0
0

3
8
7
,2

0
0

4
2
4
,8

0
0

5
0
8
,1

0
0

4
6

3
4
1
,0

0
0

3
8
8
,4

0
0

4
2
5
,9

0
0

5
0
9
,9

0
0

4
7

3
4
1
,5

0
0

3
8
9
,6

0
0

4
2
7
,0

0
0

5
1
1
,7

0
0

4
8

3
4
1
,9

0
0

3
9
0
,7

0
0

4
2
8
,1

0
0

5
1
3
,5

0
0

4
9

3
4
2
,3

0
0

3
9
1
,8

0
0

4
2
9
,1

0
0

5
1
5
,2

0
0

5
0

3
4
2
,7

0
0

3
9
3
,0

0
0

4
3
0
,3

0
0

5
1
6
,9

0
0

5
1

3
4
3
,1

0
0

3
9
4
,1

0
0

4
3
1
,5

0
0

5
1
8
,7

0
0

5
2

3
4
3
,5

0
0

3
9
5
,2

0
0

4
3
2
,7

0
0

5
2
0
,5

0
0

5
3

3
4
3
,9

0
0

3
9
6
,3

0
0

4
3
3
,4

0
0

5
2
2
,0

0
0

5
4

3
4
4
,3

0
0

3
9
7
,5

0
0

4
3
4
,3

0
0

5
2
3
,6

0
0

5
5

3
4
4
,7

0
0

3
9
8
,7

0
0

4
3
5
,2

0
0

5
2
5
,3

0
0

5
6

3
4
5
,1

0
0

3
9
9
,8

0
0

4
3
6
,0

0
0

5
2
6
,9

0
0

5
7

3
4
5
,5

0
0

4
0
0
,8

0
0

4
3
6
,8

0
0

5
2
8
,5

0
0

5
8

3
4
5
,9

0
0

4
0
1
,8

0
0

4
3
7
,7

0
0

5
2
9
,8

0
0

5
9

3
4
6
,3

0
0

4
0
2
,8

0
0

4
3
8
,6

0
0

5
3
1
,1

0
0

6
0

3
4
6
,7

0
0

4
0
3
,7

0
0

4
3
9
,4

0
0

5
3
2
,3

0
0

6
1

3
4
7
,1

0
0

4
0
4
,9

0
0

4
4
0
,1

0
0

5
3
3
,5

0
0

6
2

3
4
7
,5

0
0

4
0
6
,3

0
0

4
4
1
,0

0
0

5
3
4
,5

0
0

6
3

3
4
7
,9

0
0

4
0
7
,7

0
0

4
4
2
,0

0
0

5
3
5
,5

0
0

6
4

3
4
8
,3

0
0

4
0
9
,1

0
0

4
4
2
,9

0
0

5
3
6
,5

0
0

6
5

3
4
8
,7

0
0

4
0
9
,9

0
0

4
4
3
,8

0
0

5
3
7
,1

0
0

6
6

3
4
9
,1

0
0

4
1
0
,9

0
0

4
4
4
,7

0
0

5
3
8
,0

0
0

6
7

3
4
9
,5

0
0

4
1
1
,9

0
0

4
4
5
,7

0
0

5
3
8
,9

0
0

6
8

3
4
9
,9

0
0

4
1
3
,0

0
0

4
4
6
,6

0
0

5
3
9
,8

0
0

6
9

3
5
0
,3

0
0

4
1
3
,9

0
0

4
4
7
,6

0
0

5
4
0
,7

0
0

7
0

3
5
0
,8

0
0

4
1
4
,7

0
0

4
4
8
,6

0
0

5
4
1
,5

0
0

7
1

3
5
1
,2

0
0

4
1
5
,5

0
0

4
4
9
,5

0
0

5
4
2
,2

0
0

7
2

3
5
1
,6

0
0

4
1
6
,2

0
0

4
5
0
,5

0
0

5
4
2
,7

0
0

7
3

3
5
1
,9

0
0

4
1
6
,9

0
0

4
5
1
,4

0
0

5
4
3
,4

0
0

7
4

3
5
2
,4

0
0

4
1
7
,8

0
0

4
5
2
,3

0
0

5
4
3
,9

0
0

7
5

3
5
2
,8

0
0

4
1
8
,6

0
0

4
5
3
,2

0
0

5
4
4
,7

0
0

7
6

3
5
3
,2

0
0

4
1
9
,2

0
0

4
5
4
,2

0
0

5
4
5
,3

0
0

7
7

3
5
3
,6

0
0

4
1
9
,8

0
0

4
5
5
,0

0
0

5
4
5
,8

0
0

7
8

3
5
4
,1

0
0

4
2
0
,2

0
0

4
5
5
,4

0
0

7
9

3
5
4
,6

0
0

4
2
0
,5

0
0

4
5
6
,0

0
0

8
0

3
5
5
,1

0
0

4
2
0
,8

0
0

4
5
6
,6

0
0

8
1

3
5
5
,6

0
0

4
2
1
,1

0
0

4
5
7
,2

0
0

8
2

3
5
6
,3

0
0

4
2
1
,4

0
0

4
5
7
,9

0
0

8
3

3
5
7
,0

0
0

4
2
1
,6

0
0

4
5
8
,2

0
0

8
4

3
5
7
,7

0
0

4
2
1
,9

0
0

4
5
8
,8

0
0

8
5

3
5
8
,3

0
0

4
2
2
,1

0
0

4
5
9
,2

0
0

8
6

3
5
8
,9

0
0

4
2
2
,4

0
0

4
5
9
,5

0
0

8
7

3
59

,5
00

4
2
2
,7

0
0

4
5
9
,8

0
0

8
8

3
60

,1
00

4
2
3
,0

0
0

4
6
0
,1

0
0

8
9

3
60

,6
00

4
2
3
,2

0
0

4
6
0
,4

0
0

9
0

3
61

,0
00

4
2
3
,4

0
0

9
1

3
61

,4
00

4
2
3
,7

0
0

9
2

3
61

,8
00

4
2
4
,0

0
0

9
3

3
62

,2
00

4
2
4
,2

0
0

9
4

3
62

,6
00

4
2
4
,5

0
0

9
5

3
63

,1
00

4
2
4
,8

0
0

9
6

3
63

,5
00

4
2
5
,1

0
0

9
7

3
64

,1
00

4
2
5
,3

0
0

9
8

3
64

,6
00

4
2
5
,6

0
0

9
9

3
65

,0
00

4
2
5
,9

0
0

1
0
0

3
65

,5
00

4
2
6
,1

0
0

1
0
1

3
65

,9
00

4
2
6
,3

0
0

1
0
2

3
66

,4
00

4
2
6
,6

0
0

1
0
3

3
66

,7
00

4
2
6
,9

0
0

1
0
4

3
67

,1
00

4
2
7
,1

0
0

1
0
5

3
67

,6
00

4
2
7
,3

0
0

1
0
6

3
68

,0
00

1
0
7

3
68

,5
00

1
0
8

3
69

,0
00

1
0
9

3
69

,4
00

1
1
0

3
69

,9
00

1
1
1

3
70

,3
00

1
1
2

3
70

,7
00

1
1
3

3
71

,1
00

1
1
4

3
71

,5
00

1
1
5

3
71

,9
00

1
1
6

3
72

,3
00

1
1
7

3
72

,7
00

1
1
8

3
73

,1
00

1
1
9

3
73

,5
00

1
2
0

3
73

,9
00

1
2
1

3
74

,2
00

1
2
2

3
74

,6
00

1
2
3

3
75

,1
00

1
2
4

3
75

,4
00

1
2
5

3
75

,8
00

1
2
6

3
76

,3
00

1
2
7

3
76

,8
00

1
2
8

3
77

,2
00

1
2
9

3
77

,6
00
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令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

円
円

円
円

2
88

,0
0
0

29
9
,00

0
3
21

,2
00

4
0
6,10

0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員備
考

こ
の
表
は
、
大
学
に
勤
務
す
る
学
長
、
教
授
、
准
教
授
、
講
師
、
助
教
、
助
手
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

に
適
用
す
る
。

ロ
　

　
教

育
職

給
料

表
(二

)
職

務
の

級
１

　
級

２
　

級
３

　
級

４
　

級
５

　
級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円

1
2
0
2
,8

0
0

2
2
1
,3

0
0

2
9
8
,2

0
0

3
2
3
,9

0
0

4
1
3
,6

0
0

2
2
0
5
,1

0
0

2
2
3
,7

0
0

3
0
0
,0

0
0

3
2
6
,0

0
0

4
1
5
,1

0
0

3
2
0
7
,4

0
0

2
2
6
,1

0
0

3
0
1
,8

0
0

3
2
8
,1

0
0

4
1
6
,6

0
0

4
2
0
9
,7

0
0

2
2
8
,5

0
0

3
0
3
,6

0
0

3
3
0
,2

0
0

4
1
8
,0

0
0

5
2
1
1
,9

0
0

2
3
0
,9

0
0

3
0
5
,4

0
0

3
3
2
,2

0
0

4
1
9
,3

0
0

6
2
1
4
,3

0
0

2
3
3
,3

0
0

3
0
7
,2

0
0

3
3
4
,3

0
0

4
2
0
,7

0
0

7
2
1
6
,5

0
0

2
3
5
,7

0
0

3
0
9
,0
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0
0

3
9
6
,0

0
0

1
2
0

3
1
6
,5

0
0

3
9
6
,8

0
0

1
2
1

3
1
6
,7

0
0

3
9
7
,4

0
0

1
2
2

3
1
6
,9

0
0

3
9
8
,1

0
0

1
2
3

3
1
7
,1

0
0

3
9
8
,8

0
0

1
2
4

3
1
7
,4

0
0

3
9
9
,4

0
0

1
2
5

3
1
7
,7

0
0

4
0
0
,0

0
0

1
2
6

3
1
7
,9

0
0

4
0
0
,7

0
0

1
2
7

3
1
8
,1

0
0

4
0
1
,2

0
0

1
2
8

3
1
8
,4

0
0

4
0
1
,8

0
0

1
2
9

3
1
8
,6

0
0

4
0
2
,4

0
0

1
3
0

3
1
8
,8

0
0

4
0
3
,0

0
0

1
3
1

3
1
9
,1

0
0

4
0
3
,5

0
0

1
3
2

3
1
9
,4

0
0

4
0
4
,0

0
0

1
3
3

3
1
9
,6

0
0

4
0
4
,3

0
0

1
3
4

3
1
9
,8

0
0

4
0
4
,6

0
0



  

一
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令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
35

32
0,1

0
0

40
4,9

00

1
36

32
0,4

0
0

40
5,2

00

1
37

32
0,6

0
0

40
5,5

00

1
38

32
0,8

0
0

40
5,8

00

1
39

32
1,1

0
0

40
6,1

00

1
40

32
1,4

0
0

40
6,4

00

1
41

32
1,6

0
0

40
6,7

00

1
42

32
1,8

0
0

40
7,0

00

1
43

32
2,1

0
0

40
7,3

00

1
44

32
2,4

0
0

40
7,6

00

1
45

32
2,6

0
0

40
7,8

00

1
46

32
2,8

0
0

40
8,1

00

1
47

32
3,1

0
0

40
8,4

00

1
48

32
3,4

0
0

40
8,6

00

1
49

32
3,6

0
0

40
8,8

00

1
50

32
3,8

0
0

40
9,1

00

1
51

32
4,1

0
0

40
9,4

00

1
52

32
4,4

0
0

40
9,6

00

1
53

32
4,6

0
0

40
9,8

00

1
54

32
4,8

0
0

41
0,1

00

1
55

32
5,1

0
0

41
0,4

00

1
56

32
5,4

0
0

41
0,6

00

1
57

32
5,6

0
0

41
0,8

00

1
58

32
5,8

0
0

41
1,1

00

1
59

32
6,1

0
0

41
1,4

00

1
60

32
6,4

0
0

41
1,6

00

1
61

32
6,6

0
0

41
1,8

00

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額

円
円

円
円

円

23
2,0

0
0

27
6,0

00
3
0
3,4

00
3
30

,0
00

4
11

,90
0

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円

23
4,1

0
0

25
2,6

00
2
9
8,2

00
3
06

,9
00

3
98

,20
0

任
期

付
職

員 定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員備
考１

こ
の
表
は
、
高
等
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
学
校
、
小
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に

勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
実
習
助
手
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

２
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に
7,500円

を
そ
れ

ぞ
れ
加
算
し
た
額
と
す
る
。

 
別

表
第

四
（

第
四

条
）

 

職
務

の
級

１
　

級
２

　
級

３
　

級
４

　
級

５
　

級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円

1
1
8
3
,9

0
0

2
3
3
,9

0
0

3
1
1
,6

0
0

3
5
5
,4

0
0

3
9
9
,9

0
0

2
1
8
5
,0

0
0

2
3
8
,2

0
0

3
1
3
,5

0
0

3
5
6
,8

0
0

4
0
2
,5

0
0

3
1
8
6
,2

0
0

2
4
0
,9

0
0

3
1
5
,4

0
0

3
5
8
,2

0
0

4
0
5
,1

0
0

4
1
8
7
,3

0
0

2
4
3
,6

0
0

3
1
7
,3

0
0

3
5
9
,5

0
0

4
0
7
,6

0
0

5
1
8
8
,4

0
0

2
4
6
,2

0
0

3
1
9
,1

0
0

3
6
0
,7

0
0

4
0
9
,7

0
0

6
1
9
0
,5

0
0

2
4
7
,8

0
0

3
2
0
,9

0
0

3
6
1
,9

0
0

4
1
2
,1

0
0

7
1
9
2
,6

0
0

2
4
9
,3

0
0

3
2
2
,7

0
0

3
6
3
,1

0
0

4
1
4
,5

0
0

8
1
9
4
,7

0
0

2
5
0
,8

0
0

3
2
4
,4

0
0

3
6
4
,2

0
0

4
1
6
,8

0
0

9
1
9
6
,8

0
0

2
5
2
,3

0
0

3
2
6
,1

0
0

3
6
5
,3

0
0

4
1
9
,1

0
0

1
0

1
9
8
,8

0
0

2
5
4
,4

0
0

3
2
8
,1

0
0

3
6
6
,7

0
0

4
2
1
,5

0
0

1
1

2
0
0
,8

0
0

2
5
6
,5

0
0

3
3
0
,1

0
0

3
6
8
,0

0
0

4
2
3
,9

0
0

1
2

2
0
2
,8

0
0

2
5
8
,5

0
0

3
3
2
,1

0
0

3
6
9
,3

0
0

4
2
6
,2

0
0

1
3

2
0
4
,8

0
0

2
6
0
,5

0
0

3
3
3
,9

0
0

3
7
0
,6

0
0

4
2
8
,5

0
0

1
4

2
0
6
,7

0
0

2
6
2
,8

0
0

3
3
5
,9

0
0

3
7
2
,0

0
0

4
3
1
,2

0
0

1
5

2
0
8
,6

0
0

2
6
5
,1

0
0

3
3
7
,8

0
0

3
7
3
,4

0
0

4
3
3
,9

0
0

1
6

2
1
0
,4

0
0

2
6
7
,3

0
0

3
3
9
,7

0
0

3
7
4
,7

0
0

4
3
6
,6

0
0

1
7

2
1
2
,1

0
0

2
6
9
,5

0
0

3
4
1
,5

0
0

3
7
6
,0

0
0

4
3
9
,1

0
0

1
8

2
1
3
,9

0
0

2
7
1
,9

0
0

3
4
3
,1

0
0

3
7
7
,4

0
0

4
4
1
,6

0
0

1
9

2
1
5
,7

0
0

2
7
4
,3

0
0

3
4
4
,7

0
0

3
7
8
,8

0
0

4
4
4
,1

0
0

2
0

2
1
7
,5

0
0

2
7
6
,7

0
0

3
4
6
,3

0
0

3
8
0
,2

0
0

4
4
6
,5

0
0

2
1

2
1
9
,3

0
0

2
7
9
,0

0
0

3
4
7
,9

0
0

3
8
1
,6

0
0

4
4
8
,9

0
0

2
2

2
2
1
,1

0
0

2
8
1
,1

0
0

3
4
8
,9

0
0

3
8
3
,0

0
0

4
5
1
,5

0
0

2
3

2
2
2
,8

0
0

2
8
3
,2

0
0

3
4
9
,9

0
0

3
8
4
,4

0
0

4
5
4
,1

0
0

2
4

2
2
4
,5

0
0

2
8
5
,2

0
0

3
5
0
,9

0
0

3
8
5
,8

0
0

4
5
6
,4

0
0

2
5

2
2
6
,2

0
0

2
8
7
,2

0
0

3
5
2
,0

0
0

3
8
7
,2

0
0

4
5
8
,6

0
0

2
6

2
2
8
,3

0
0

2
8
9
,1

0
0

3
5
3
,3

0
0

3
8
8
,7

0
0

4
6
0
,9

0
0

2
7

2
3
0
,2

0
0

2
9
1
,0

0
0

3
5
4
,5

0
0

3
9
0
,1

0
0

4
6
3
,4

0
0

2
8

2
3
2
,1

0
0

2
9
2
,9

0
0

3
5
5
,7

0
0

3
9
1
,5

0
0

4
6
5
,8

0
0

2
9

2
3
4
,0

0
0

2
9
4
,8

0
0

3
5
6
,9

0
0

3
9
2
,9

0
0

4
6
8
,3

0
0

3
0

2
3
5
,1

0
0

2
9
6
,3

0
0

3
5
8
,0

0
0

3
9
4
,4

0
0

4
7
0
,8

0
0

3
1

2
3
6
,2

0
0

2
9
7
,8

0
0

3
5
9
,1

0
0

3
9
5
,9

0
0

4
7
3
,3

0
0

3
2

2
3
7
,3

0
0

2
9
9
,3

0
0

3
6
0
,2

0
0

3
9
7
,4

0
0

4
7
5
,7

0
0

3
3

2
3
8
,7

0
0

3
0
0
,8

0
0

3
6
1
,3

0
0

3
9
8
,9

0
0

4
7
8
,0

0
0

3
4

2
4
0
,2

0
0

3
0
2
,3

0
0

3
6
2
,3

0
0

4
0
0
,5

0
0

4
8
0
,4

0
0

3
5

2
4
1
,7

0
0

3
0
3
,8

0
0

3
6
3
,3

0
0

4
0
2
,1

0
0

4
8
2
,8

0
0

3
6

2
4
3
,2

0
0

3
0
5
,2

0
0

3
6
4
,3

0
0

4
0
3
,8

0
0

4
8
5
,3

0
0

3
7

2
4
4
,7

0
0

3
0
6
,6

0
0

3
6
5
,2

0
0

4
0
5
,0

0
0

4
8
7
,7

0
0

3
8

2
4
6
,3

0
0

3
0
7
,5

0
0

3
6
6
,1

0
0

4
0
6
,4

0
0

4
9
0
,2

0
0

3
9

2
4
7
,9

0
0

3
0
8
,4

0
0

3
6
6
,9

0
0

4
0
7
,8

0
0

4
9
2
,6

0
0

4
0

2
4
9
,5

0
0

3
0
9
,3

0
0

3
6
7
,7

0
0

4
0
9
,1

0
0

4
9
5
,1

0
0

研
　

　
究

　
　

職
　

　
給

　
　

料
　

　
表

号
給

職
員

の
区

分定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員



 
 

 

一
二 

千 葉 県 報 号外第７８号 令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4
1

2
5
1
,1

0
0

3
1
0
,1

0
0

3
6
8
,4

0
0

4
1
0
,4

0
0

4
9
7
,4

0
0

4
2

2
5
2
,6

0
0

3
1
0
,6

0
0

3
6
9
,2

0
0

4
1
1
,7

0
0

4
9
9
,6

0
0

4
3

2
5
4
,1

0
0

3
1
1
,1

0
0

3
7
0
,0

0
0

4
1
3
,2

0
0

5
0
1
,8

0
0

4
4

2
5
5
,6

0
0

3
1
1
,6

0
0

3
7
0
,8

0
0

4
1
4
,7

0
0

5
0
4
,0

0
0

4
5

2
5
7
,1

0
0

3
1
2
,1

0
0

3
7
1
,6

0
0

4
1
5
,9

0
0

5
0
5
,6

0
0

4
6

2
5
8
,4

0
0

3
1
2
,6

0
0

3
7
2
,4

0
0

4
1
7
,1

0
0

5
0
7
,1

0
0

4
7

2
5
9
,6

0
0

3
1
3
,1

0
0

3
7
3
,2

0
0

4
1
8
,7

0
0

5
0
8
,7

0
0

4
8

2
6
0
,8

0
0

3
1
3
,6

0
0

3
7
4
,0

0
0

4
2
0
,2

0
0

5
1
0
,2

0
0

4
9

2
6
2
,0

0
0

3
1
4
,0

0
0

3
7
4
,8

0
0

4
2
1
,5

0
0

5
1
1
,9

0
0

5
0

2
6
3
,1

0
0

3
1
4
,5

0
0

3
7
6
,1

0
0

4
2
2
,9

0
0

5
1
3
,3

0
0

5
1

2
6
4
,2

0
0

3
1
5
,0

0
0

3
7
7
,4

0
0

4
2
4
,3

0
0

5
1
4
,7

0
0

5
2

2
6
5
,3

0
0

3
1
5
,5

0
0

3
7
8
,6

0
0

4
2
5
,7

0
0

5
1
6
,2

0
0

5
3

2
6
6
,4

0
0

3
1
5
,9

0
0

3
7
9
,3

0
0

4
2
7
,1

0
0

5
1
7
,3

0
0

5
4

2
6
7
,5

0
0

3
1
6
,4

0
0

3
8
0
,3

0
0

4
2
8
,5

0
0

5
1
8
,5

0
0

5
5

2
6
8
,5

0
0

3
1
6
,8

0
0

3
8
1
,1

0
0

4
2
9
,9

0
0

5
1
9
,7

0
0

5
6

2
6
9
,5

0
0

3
1
7
,2

0
0

3
8
1
,8

0
0

4
3
1
,3

0
0

5
2
0
,9

0
0

5
7

2
7
0
,5

0
0

3
1
7
,6

0
0

3
8
2
,5

0
0

4
3
2
,4

0
0

5
2
1
,8

0
0

5
8

2
7
1
,2

0
0

3
1
8
,0

0
0

3
8
3
,2

0
0

4
3
3
,7

0
0

5
2
2
,8

0
0

5
9

2
7
1
,8

0
0

3
1
8
,4

0
0

3
8
3
,9

0
0

4
3
5
,1

0
0

5
2
3
,8

0
0

6
0

2
7
2
,4

0
0

3
1
8
,8

0
0

3
8
4
,6

0
0

4
3
6
,4

0
0

5
2
4
,8

0
0

6
1

2
7
3
,0

0
0

3
1
9
,2

0
0

3
8
5
,2

0
0

4
3
7
,2

0
0

5
2
5
,9

0
0

6
2

2
7
3
,6

0
0

3
1
9
,8

0
0

3
8
5
,9

0
0

4
3
8
,0

0
0

5
2
6
,8

0
0

6
3

2
7
4
,2

0
0

3
2
0
,4

0
0

3
8
6
,7

0
0

4
3
8
,9

0
0

5
2
7
,5

0
0

6
4

2
7
4
,8

0
0

3
2
1
,0

0
0

3
8
7
,5

0
0

4
3
9
,8

0
0

5
2
8
,2

0
0

6
5

2
7
5
,4

0
0

3
2
1
,5

0
0

3
8
8
,1

0
0

4
4
0
,6

0
0

5
2
9
,0

0
0

6
6

2
7
6
,0

0
0

3
2
2
,1

0
0

3
8
8
,9

0
0

4
4
1
,4

0
0

5
2
9
,8

0
0

6
7

2
7
6
,6

0
0

3
2
2
,7

0
0

3
8
9
,6

0
0

4
4
2
,0

0
0

5
3
0
,6

0
0

6
8

2
7
7
,2

0
0

3
2
3
,3

0
0

3
9
0
,3

0
0

4
4
2
,8

0
0

5
3
1
,4

0
0

6
9

2
7
7
,8

0
0

3
2
3
,8

0
0

3
9
0
,9

0
0

4
4
3
,2

0
0

5
3
2
,1

0
0

7
0

2
7
8
,5

0
0

3
2
4
,4

0
0

3
9
1
,6

0
0

4
4
3
,8

0
0

5
3
2
,9

0
0

7
1

2
7
9
,2

0
0

3
2
5
,0

0
0

3
9
2
,3

0
0

4
4
4
,3

0
0

5
3
3
,7

0
0

7
2

2
7
9
,9

0
0

3
2
5
,6

0
0

3
9
3
,0

0
0

4
4
4
,8

0
0

5
3
4
,5

0
0

7
3

2
8
0
,5

0
0

3
2
6
,1

0
0

3
9
3
,7

0
0

4
4
5
,3

0
0

5
3
5
,2

0
0

7
4

2
8
1
,2

0
0

3
2
6
,8

0
0

3
9
4
,3

0
0

4
4
5
,9

0
0

7
5

2
8
1
,9

0
0

3
2
7
,5

0
0

3
9
4
,9

0
0

4
4
6
,4

0
0

7
6

2
8
2
,6

0
0

3
2
8
,2

0
0

3
9
5
,6

0
0

4
4
6
,9

0
0

7
7

2
8
3
,2

0
0

3
2
8
,9

0
0

3
9
6
,3

0
0

4
4
7
,4

0
0

7
8

2
8
3
,9

0
0

3
2
9
,6

0
0

3
9
6
,8

0
0

4
4
8
,0

0
0

7
9

2
8
4
,6

0
0

3
3
0
,3

0
0

3
9
7
,4

0
0

4
4
8
,5

0
0

8
0

2
8
5
,2

0
0

3
3
1
,0

0
0

3
9
8
,0

0
0

4
4
9
,0

0
0

8
1

2
8
5
,8

0
0

3
3
1
,7

0
0

3
9
8
,5

0
0

4
4
9
,5

0
0

8
2

2
8
6
,5

0
0

3
3
2
,5

0
0

3
9
9
,1

0
0

8
3

2
8
7
,2

0
0

3
3
3
,2

0
0

3
9
9
,7

0
0

8
4

2
8
7
,8

0
0

3
3
3
,8

0
0

4
0
0
,2

0
0

8
5

2
8
8
,4

0
0

3
3
4
,3

0
0

4
0
0
,7

0
0

8
6

2
8
9
,1

0
0

3
3
4
,8

0
0

4
0
1
,2

0
0

8
7

2
8
9
,8

0
0

3
3
5
,2

0
0

4
0
1
,7

0
0

8
8

2
9
0
,4

0
0

3
3
5
,6

0
0

4
0
2
,4

0
0

8
9

2
9
1
,0

0
0

3
3
5
,9

0
0

4
0
2
,8

0
0

9
0

2
9
1
,7

0
0

3
3
6
,4

0
0

9
1

2
9
2
,4

0
0

3
3
6
,8

0
0

9
2

2
9
3
,0

0
0

3
3
7
,2

0
0

9
3

2
9
3
,6

0
0

3
3
7
,5

0
0

9
4

2
9
4
,3

0
0

3
3
7
,9

0
0

9
5

2
9
4
,9

0
0

3
3
8
,3

0
0

9
6

2
9
5
,5

0
0

3
3
8
,7

0
0

9
7

2
9
5
,8

0
0

3
3
9
,2

0
0

9
8

2
9
6
,4

0
0

3
3
9
,7

0
0

9
9

2
9
7
,0

0
0

3
4
0
,2

0
0

1
0
0

2
9
7
,5

0
0

3
4
0
,7

0
0

1
0
1

2
9
8
,0

0
0

3
4
1
,2

0
0

1
0
2

2
9
8
,4

0
0

3
4
1
,7

0
0

1
0
3

2
9
8
,8

0
0

3
4
2
,2

0
0

1
0
4

2
9
9
,2

0
0

3
4
2
,7

0
0

1
0
5

2
9
9
,6

0
0

3
4
3
,1

0
0

1
0
6

3
0
0
,1

0
0

3
4
3
,5

0
0

1
0
7

3
0
0
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0
0

3
4
4
,0

0
0

1
0
8

3
0
0
,9

0
0

3
4
4
,4

0
0

1
0
9

3
0
1
,1

0
0

3
4
4
,9

0
0

1
1
0

3
0
1
,5

0
0

1
1
1

3
0
1
,8

0
0

1
1
2

3
0
2
,0

0
0

1
1
3

3
0
2
,3

0
0

1
1
4

3
0
2
,6

0
0

1
1
5

3
0
2
,9

0
0

1
1
6

3
0
3
,2

0
0

1
1
7

3
0
3
,5

0
0

1
1
8

3
0
3
,8

0
0

1
1
9

3
0
4
,0

0
0

1
2
0

3
0
4
,3

0
0

1
2
1

3
0
4
,6

0
0

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
円

円
円

円
円

2
2
1
,8

0
0

2
6
3
,6

0
0

2
8
8
,6

0
0

3
3
1
,4

0
0

3
9
0
,6

0
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員備
考

こ
の
表
は
、
研
究
所
等
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
し
、
試
験
研
究
又
は
調
査
研
究
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。
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令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
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療
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給
料

表
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職

務
の

級
１
　

級
２

　
級

３
　

級
４
　

級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

1
2
9
1
,4

0
0

3
7
0
,0

0
0

4
2
6
,7

0
0

4
8
4
,4

0
0

2
2
9
3
,7

0
0

3
7
2
,6

0
0

4
2
8
,7

0
0

4
8
6
,2

0
0

3
2
9
6
,0

0
0

3
7
5
,1

0
0

4
3
0
,7

0
0

4
8
8
,0

0
0

4
2
9
8
,2

0
0

3
7
7
,6

0
0

4
3
2
,6

0
0

4
8
9
,8

0
0

5
3
0
0
,3

0
0

3
8
0
,1

0
0

4
3
4
,5

0
0

4
9
1
,6

0
0

6
3
0
3
,8

0
0

3
8
2
,8

0
0

4
3
6
,1

0
0

4
9
3
,3

0
0

7
3
0
7
,3

0
0

3
8
5
,5

0
0

4
3
7
,7

0
0

4
9
5
,0

0
0

8
3
1
0
,7

0
0

3
8
8
,1

0
0

4
3
9
,3

0
0

4
9
6
,7

0
0

9
3
1
4
,1

0
0

3
9
0
,2

0
0

4
4
0
,9

0
0

4
9
8
,4

0
0

1
0

3
1
7
,6

0
0

3
9
2
,7

0
0

4
4
2
,7

0
0

5
0
0
,5

0
0

1
1

3
2
1
,0

0
0

3
9
5
,2

0
0

4
4
4
,5

0
0

5
0
2
,6

0
0

1
2

3
2
4
,4

0
0

3
9
7
,7

0
0

4
4
6
,3

0
0

5
0
4
,7

0
0

1
3

3
2
7
,8

0
0

4
0
0
,3

0
0

4
4
8
,1

0
0

5
0
6
,7

0
0

1
4

3
3
1
,3

0
0

4
0
3
,0

0
0

4
4
9
,9

0
0

5
0
8
,6

0
0

1
5

3
3
4
,7

0
0

4
0
5
,6

0
0

4
5
1
,7

0
0

5
1
0
,7

0
0

1
6

3
3
8
,1

0
0

4
0
8
,1

0
0

4
5
3
,5

0
0

5
1
2
,7

0
0

1
7

3
4
1
,5

0
0

4
1
0
,5

0
0

4
5
5
,1

0
0

5
1
4
,6

0
0

1
8

3
4
4
,6

0
0

4
1
2
,7

0
0

4
5
7
,1

0
0

5
1
6
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0
0

1
9

3
4
7
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0
0

4
1
4
,8

0
0

4
5
9
,0

0
0

5
1
8
,6

0
0

2
0

3
5
0
,8

0
0

4
1
6
,9

0
0

4
6
0
,9

0
0

5
2
0
,4

0
0

2
1

3
5
4
,0

0
0

4
1
9
,0

0
0

4
6
2
,3

0
0

5
2
2
,2

0
0

2
2

3
5
7
,1

0
0

4
2
0
,5

0
0

4
6
4
,1

0
0

5
2
4
,0

0
0

2
3

3
6
0
,2

0
0

4
2
2
,0

0
0

4
6
5
,9

0
0

5
2
5
,8

0
0

2
4

3
6
3
,2

0
0

4
2
3
,5

0
0

4
6
7
,7

0
0

5
2
7
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0
0

2
5

3
6
6
,2

0
0

4
2
4
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0

4
6
9
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0

5
2
9
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0

2
6

3
6
8
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0

4
2
6
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4
7
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0
0
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2
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3
7
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4
2
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0

4
7
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0
0

5
3
2
,8
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0

2
8

3
7
3
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0

4
2
9
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0

4
7
4
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0
0

5
3
4
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0
0

2
9

3
7
4
,9

0
0

4
3
0
,7

0
0

4
7
6
,7

0
0

5
3
6
,2

0
0

3
0

3
7
6
,6

0
0

4
3
2
,2

0
0

4
7
8
,5

0
0

5
3
8
,0

0
0

3
1

3
7
8
,3

0
0

4
3
3
,7

0
0

4
8
0
,3

0
0

5
3
9
,8

0
0

3
2

3
8
0
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0
0

4
3
5
,1

0
0

4
8
2
,1

0
0

5
4
1
,5

0
0

3
3

3
8
1
,9

0
0

4
3
6
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0
0

4
8
3
,9

0
0

5
4
3
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0
0

3
4

3
8
3
,7

0
0

4
3
8
,0

0
0

4
8
5
,8

0
0

5
4
4
,9

0
0

3
5

3
8
5
,3

0
0

4
3
9
,5

0
0

4
8
7
,7

0
0

5
4
6
,6

0
0

3
6

3
8
6
,7

0
0

4
4
0
,9

0
0

4
8
9
,6

0
0

5
4
8
,3

0
0

3
7

3
8
8
,1

0
0

4
4
2
,3

0
0

4
9
1
,5

0
0

5
4
9
,8

0
0

3
8

3
8
9
,6

0
0

4
4
3
,7

0
0

4
9
3
,2

0
0

5
5
1
,4

0
0

3
9

3
9
1
,1

0
0

4
4
5
,1

0
0

4
9
5
,0

0
0

5
5
2
,8

0
0
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び
任

期
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以
外

の
職

員
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9
2
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0

4
4
6
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0

4
9
6
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0
0

5
5
4
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0

4
1

3
9
4
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0
0

4
4
7
,9

0
0

4
9
8
,4

0
0

5
5
5
,9

0
0

4
2

3
9
4
,8

0
0

4
4
9
,3

0
0

5
0
0
,2

0
0

5
5
7
,3

0
0

4
3

3
9
5
,4

0
0

4
5
0
,7

0
0

5
0
2
,0

0
0

5
5
8
,7

0
0

4
4

3
9
6
,1

0
0

4
5
2
,1

0
0

5
0
3
,6

0
0

5
6
0
,0

0
0

4
5

3
9
7
,0

0
0

4
5
3
,5

0
0

5
0
5
,0

0
0

5
6
1
,2

0
0

4
6

3
9
7
,6

0
0

4
5
4
,9

0
0

5
0
6
,7

0
0

5
6
2
,2

0
0

4
7

3
9
8
,2

0
0

4
5
6
,3

0
0

5
0
8
,5

0
0

5
6
3
,2

0
0

4
8

3
9
8
,8

0
0

4
5
7
,7

0
0

5
1
0
,2

0
0

5
6
4
,2

0
0

4
9

3
9
9
,4

0
0

4
5
9
,1

0
0

5
1
1
,7

0
0

5
6
5
,2

0
0

5
0

3
9
9
,9

0
0

4
6
0
,8

0
0

5
1
3
,0

0
0

5
6
6
,1

0
0

5
1

4
0
0
,4

0
0

4
6
2
,4

0
0

5
1
4
,3

0
0

5
6
7
,0

0
0

5
2

4
0
0
,9

0
0

4
6
4
,0

0
0

5
1
5
,6

0
0

5
6
7
,9

0
0

5
3

4
0
1
,4

0
0

4
6
5
,6

0
0

5
1
6
,6

0
0

5
6
8
,7

0
0

5
4

4
0
1
,8

0
0

4
6
6
,8

0
0

5
1
7
,9

0
0

5
6
9
,6

0
0

5
5

4
0
2
,2

0
0

4
6
8
,0

0
0

5
1
9
,2

0
0

5
7
0
,5

0
0

5
6

4
0
2
,6

0
0

4
6
9
,1

0
0

5
2
0
,5

0
0

5
7
1
,4

0
0

5
7

4
0
3
,0

0
0

4
7
0
,1

0
0

5
2
1
,5

0
0

5
7
2
,3

0
0

5
8

4
0
3
,4

0
0

4
7
1
,1

0
0

5
2
2
,3

0
0

5
7
3
,2

0
0

5
9

4
0
3
,8

0
0

4
7
2
,0

0
0

5
2
3
,1

0
0

5
7
4
,1

0
0

6
0

4
0
4
,2

0
0

4
7
2
,8

0
0

5
2
3
,9

0
0

5
7
4
,8

0
0

6
1

4
0
4
,6

0
0

4
7
3
,5

0
0

5
2
4
,8

0
0

5
7
5
,7

0
0

6
2

4
0
5
,0

0
0

4
7
4
,2

0
0

5
2
5
,6

0
0

5
7
6
,6

0
0

6
3

4
0
5
,4

0
0

4
7
4
,9

0
0

5
2
6
,4

0
0

5
7
7
,5

0
0

6
4

4
0
5
,8

0
0

4
7
5
,5

0
0

5
2
7
,1

0
0

5
7
8
,4

0
0

6
5

4
0
6
,1

0
0

4
7
6
,2

0
0

5
2
7
,9

0
0

5
7
9
,3

0
0

6
6

4
7
6
,9

0
0

5
2
8
,7

0
0

6
7

4
7
7
,5

0
0

5
2
9
,4

0
0

6
8

4
7
8
,1

0
0

5
3
0
,3

0
0

6
9

4
7
8
,4

0
0

5
3
1
,2

0
0

7
0

4
7
9
,0

0
0

5
3
2
,0

0
0

7
1

4
7
9
,7

0
0

5
3
2
,9

0
0

7
2

4
8
0
,4

0
0

5
3
3
,8

0
0

7
3

4
8
0
,8

0
0

5
3
4
,6

0
0

7
4

4
8
1
,4

0
0

5
3
5
,5

0
0

7
5

4
8
2
,1

0
0

5
3
6
,4

0
0

7
6

4
8
2
,8

0
0

5
3
7
,1

0
0

7
7

4
8
3
,2

0
0

5
3
7
,9

0
0

7
8

4
8
3
,8

0
0

5
3
8
,8

0
0

7
9

4
8
4
,4

0
0

5
3
9
,7

0
0

8
0

4
8
4
,9

0
0

5
4
0
,6

0
0

8
1

4
8
5
,4

0
0

5
4
1
,4

0
0

8
2

4
8
5
,9

0
0

5
4
2
,3

0
0

8
3

4
8
6
,4

0
0

5
4
3
,2

0
0

8
4

4
8
6
,9

0
0

5
4
4
,1

0
0
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85
48

7,300
54

4,90
0

86
48

7,800
54

5,80
0

87
48

8,200
54

6,70
0

88
48

8,700
54

7,60
0

89
48

9,200
54

8,40
0

90
48

9,800

91
49

0,400

92
49

0,800

93
49

1,300

94
49

1,900

95
49

2,500

96
49

3,000

97
49

3,500

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

円
円

円
円

30
1,7

00
34

4,400
39

9,50
0

4
73

,30
0

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

31
4,1

00
34

2,200
38

1,60
0

4
41

,40
0

任
期

付
職

員 定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員備
考

こ
の

表
は

、
保

健
所

等
に

勤
務
す
る
医
師

及
び

歯
科

医
師

で
人

事
委

員
会
規
則
で
定

め
る

も
の

に
適

用
す

る
。

ロ
　

　
医

療
職

給
料

表
(二

)
職

務
の

級
１

　
級

２
　

級
３

　
級

４
　

級
５

　
級

６
　

級
７

　
級

８
　

級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

1
1
8
8
,6

0
0

2
2
7
,4

0
0

2
5
8
,5

0
0

2
7
8
,6

0
0

3
0
3
,5

0
0

3
4
1
,1

0
0

3
7
9
,5

0
0

4
4
3
,9

0
0

2
1
9
0
,7

0
0

2
2
8
,7

0
0

2
5
9
,7

0
0

2
7
9
,4

0
0

3
0
5
,0

0
0

3
4
2
,8

0
0

3
8
1
,8

0
0

4
4
6
,5

0
0

3
1
9
2
,8

0
0

2
3
0
,0

0
0

2
6
0
,8

0
0

2
8
0
,2

0
0

3
0
6
,5

0
0

3
4
4
,5

0
0

3
8
4
,1

0
0

4
4
9
,0

0
0

4
1
9
4
,9

0
0

2
3
1
,3

0
0

2
6
1
,9

0
0

2
8
1
,0

0
0

3
0
8
,0

0
0

3
4
6
,1

0
0

3
8
6
,4

0
0

4
5
1
,6

0
0

5
1
9
6
,9

0
0

2
3
2
,5

0
0

2
6
3
,0

0
0

2
8
1
,8

0
0

3
0
9
,5

0
0

3
4
7
,7

0
0

3
8
8
,7

0
0

4
5
4
,0

0
0

6
1
9
8
,9

0
0

2
3
3
,6

0
0

2
6
3
,8

0
0

2
8
2
,6

0
0

3
1
0
,9

0
0

3
4
9
,4

0
0

3
9
1
,3

0
0

4
5
6
,5

0
0

7
2
0
0
,9

0
0

2
3
4
,6

0
0

2
6
4
,6

0
0

2
8
3
,4

0
0

3
1
2
,3

0
0

3
5
1
,0

0
0

3
9
3
,9

0
0

4
5
9
,0

0
0

8
2
0
2
,7

0
0

2
3
5
,6

0
0

2
6
5
,4

0
0

2
8
4
,1

0
0

3
1
3
,7

0
0

3
5
2
,6

0
0

3
9
6
,5

0
0

4
6
1
,5

0
0

9
2
0
4
,5

0
0

2
3
6
,7

0
0

2
6
6
,2

0
0

2
8
4
,8

0
0

3
1
5
,0

0
0

3
5
4
,2

0
0

3
9
8
,6

0
0

4
6
3
,9

0
0

1
0

2
0
6
,4

0
0

2
3
7
,9

0
0

2
6
7
,0

0
0

2
8
5
,5

0
0

3
1
6
,4

0
0

3
5
5
,9

0
0

4
0
0
,8

0
0

4
6
6
,3

0
0

1
1

2
0
8
,3

0
0

2
3
9
,2

0
0

2
6
7
,8

0
0

2
8
6
,2

0
0

3
1
7
,8

0
0

3
5
7
,6

0
0

4
0
3
,0

0
0

4
6
8
,9

0
0

1
2

2
1
0
,4

0
0

2
4
0
,5

0
0

2
6
8
,6

0
0

2
8
7
,0

0
0

3
1
9
,2

0
0

3
5
9
,2

0
0

4
0
5
,2

0
0

4
7
1
,3

0
0

1
3

2
1
2
,1

0
0

2
4
1
,8

0
0

2
6
9
,4

0
0

2
8
7
,8

0
0

3
2
0
,6

0
0

3
6
0
,7

0
0

4
0
7
,2

0
0

4
7
3
,8

0
0

1
4

2
1
4
,1

0
0

2
4
3
,1

0
0

2
7
0
,2

0
0

2
8
8
,6

0
0

3
2
2
,2

0
0

3
6
2
,4

0
0

4
0
9
,2

0
0

4
7
5
,3

0
0

1
5

2
1
6
,3

0
0

2
4
4
,4

0
0

2
7
1
,0

0
0

2
8
9
,4

0
0

3
2
3
,7

0
0

3
6
4
,0

0
0

4
1
1
,2

0
0

4
7
6
,6

0
0

1
6

2
1
8
,4

0
0

2
4
5
,6

0
0

2
7
1
,8

0
0

2
9
0
,1

0
0

3
2
5
,2

0
0

3
6
5
,6

0
0

4
1
3
,2

0
0

4
7
7
,9

0
0

1
7

2
2
0
,5

0
0

2
4
6
,8

0
0

2
7
2
,6

0
0

2
9
0
,8

0
0

3
2
6
,7

0
0

3
6
7
,2

0
0

4
1
5
,0

0
0

4
7
9
,1

0
0

1
8

2
2
1
,6

0
0

2
4
8
,0

0
0

2
7
3
,4

0
0

2
9
1
,9

0
0

3
2
8
,3

0
0

3
6
8
,8

0
0

4
1
6
,9

0
0

4
8
0
,4

0
0

1
9

2
2
2
,7

0
0

2
4
9
,2

0
0

2
7
4
,2

0
0

2
9
3
,0

0
0

3
2
9
,8

0
0

3
7
0
,4

0
0

4
1
8
,8

0
0

4
8
1
,7

0
0

2
0

2
2
3
,8

0
0

2
5
0
,4

0
0

2
7
5
,0

0
0

2
9
4
,2

0
0

3
3
1
,3

0
0

3
7
2
,0

0
0

4
2
0
,6

0
0

4
8
3
,0

0
0

2
1

2
2
4
,9

0
0

2
5
1
,5

0
0

2
7
5
,8

0
0

2
9
5
,4

0
0

3
3
2
,8

0
0

3
7
3
,6

0
0

4
2
2
,4

0
0

4
8
4
,2

0
0

2
2

2
2
5
,8

0
0

2
5
2
,4

0
0

2
7
6
,6

0
0

2
9
6
,6

0
0

3
3
4
,4

0
0

3
7
5
,6

0
0

4
2
4
,0

0
0

4
8
5
,6

0
0

2
3

2
2
6
,7

0
0

2
5
3
,2

0
0

2
7
7
,4

0
0

2
9
7
,8

0
0

3
3
5
,9

0
0

3
7
7
,6

0
0

4
2
5
,6

0
0

4
8
7
,0

0
0

2
4

2
2
7
,6

0
0

2
5
4
,0

0
0

2
7
8
,2

0
0

2
9
9
,0

0
0

3
3
7
,4

0
0

3
7
9
,6

0
0

4
2
7
,1

0
0

4
8
8
,2

0
0

2
5

2
2
8
,5

0
0

2
5
4
,8

0
0

2
7
9
,0

0
0

3
0
0
,2

0
0

3
3
8
,9

0
0

3
8
1
,0

0
0

4
2
8
,6

0
0

4
8
9
,6

0
0

2
6

2
2
9
,4

0
0

2
5
5
,6

0
0

2
7
9
,9

0
0

3
0
1
,4

0
0

3
4
0
,5

0
0

3
8
2
,7

0
0

4
2
9
,9

0
0

4
9
0
,9

0
0

2
7

2
3
0
,3

0
0

2
5
6
,4

0
0

2
8
0
,8

0
0

3
0
2
,6

0
0

3
4
2
,1

0
0

3
8
4
,4

0
0

4
3
1
,2

0
0

4
9
2
,3

0
0

2
8

2
3
1
,2

0
0

2
5
7
,2

0
0

2
8
1
,6

0
0

3
0
3
,8

0
0

3
4
3
,6

0
0

3
8
6
,1

0
0

4
3
2
,5

0
0

4
9
3
,7

0
0

2
9

2
3
2
,1

0
0

2
5
8
,0

0
0

2
8
2
,4

0
0

3
0
5
,0

0
0

3
4
4
,9

0
0

3
8
7
,8

0
0

4
3
3
,8

0
0

4
9
5
,1

0
0

3
0

2
3
3
,0

0
0

2
5
8
,8

0
0

2
8
3
,3

0
0

3
0
6
,2

0
0

3
4
6
,4

0
0

3
8
9
,3

0
0

4
3
5
,0

0
0

4
9
6
,2

0
0

3
1

2
3
3
,9

0
0

2
5
9
,6

0
0

2
8
4
,2

0
0

3
0
7
,3

0
0

3
4
7
,9

0
0

3
9
0
,8

0
0

4
3
6
,2

0
0

4
9
7
,3

0
0

3
2

2
3
4
,8

0
0

2
6
0
,4

0
0

2
8
5
,0

0
0

3
0
8
,5

0
0

3
4
9
,4

0
0

3
9
2
,3

0
0

4
3
7
,3

0
0

4
9
8
,4

0
0

3
3

2
3
5
,6

0
0

2
6
1
,2

0
0

2
8
5
,8

0
0

3
0
9
,8

0
0

3
5
0
,9

0
0

3
9
3
,6

0
0

4
3
8
,5

0
0

4
9
9
,5

0
0

3
4

2
3
6
,4

0
0

2
6
2
,0

0
0

2
8
6
,9

0
0

3
1
1
,0

0
0

3
5
2
,4

0
0

3
9
4
,9

0
0

4
3
9
,6

0
0

5
0
0
,4

0
0

3
5

2
3
7
,2

0
0

2
6
2
,7

0
0

2
8
7
,9

0
0

3
1
2
,2

0
0

3
5
3
,9

0
0

3
9
6
,2

0
0

4
4
0
,8

0
0

5
0
1
,3

0
0

3
6

2
3
8
,0

0
0

2
6
3
,5

0
0

2
8
8
,9

0
0

3
1
3
,4

0
0

3
5
5
,3

0
0

3
9
7
,3

0
0

4
4
2
,0

0
0

5
0
2
,2

0
0

3
7

2
3
8
,8

0
0

2
6
4
,4

0
0

2
8
9
,9

0
0

3
1
4
,6

0
0

3
5
6
,7

0
0

3
9
8
,4

0
0

4
4
3
,1

0
0

5
0
3
,2

0
0

3
8

2
3
9
,6

0
0

2
6
5
,2

0
0

2
9
1
,0

0
0

3
1
5
,7

0
0

3
5
8
,3

0
0

3
9
9
,5

0
0

4
4
3
,9

0
0

3
9

2
4
0
,4

0
0

2
6
6
,0

0
0

2
9
2
,0

0
0

3
1
6
,9

0
0

3
5
9
,8

0
0

4
0
0
,6

0
0

4
4
4
,3

0
0

4
0

2
4
1
,2

0
0

2
6
6
,8

0
0

2
9
3
,0

0
0

3
1
8
,1

0
0

3
6
1
,3

0
0

4
0
1
,7

0
0

4
4
5
,0

0
0

4
1

2
4
1
,8

0
0

2
6
7
,6

0
0

2
9
4
,0

0
0

3
1
9
,3

0
0

3
6
2
,5

0
0

4
0
2
,5

0
0

4
4
5
,5

0
0

4
2

2
4
2
,4

0
0

2
6
8
,4

0
0

2
9
5
,0

0
0

3
2
0
,6

0
0

3
6
3
,6

0
0

4
0
3
,3

0
0

4
4
5
,9

0
0

号
給

職
員

の
区

分定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及

び
任

期
付

職
員

以
外

の
職

員
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4
3

2
4
3
,0

0
0

2
6
9
,2

0
0

2
9
6
,0

0
0

3
2
1
,9

0
0

3
6
4
,8

0
0

4
0
4
,1

0
0

4
4
6
,3

0
0

4
4

2
4
3
,5

0
0

2
7
0
,0

0
0

2
9
7
,0

0
0

3
2
3
,1

0
0

3
6
5
,9

0
0

4
0
4
,9

0
0

4
4
6
,7

0
0

4
5

2
4
4
,0

0
0

2
7
0
,7

0
0

2
9
8
,0

0
0

3
2
4
,0

0
0

3
6
6
,9

0
0

4
0
5
,3

0
0

4
4
7
,1

0
0

4
6

2
4
4
,6

0
0

2
7
1
,5

0
0

2
9
9
,2

0
0

3
2
5
,2

0
0

3
6
7
,7

0
0

4
0
5
,9

0
0

4
4
7
,5

0
0

4
7

2
4
5
,1

0
0

2
7
2
,3

0
0

3
0
0
,3

0
0

3
2
6
,4

0
0

3
6
8
,7

0
0

4
0
6
,4

0
0

4
4
7
,9

0
0

4
8

2
4
5
,5

0
0

2
7
3
,1

0
0

3
0
1
,4

0
0

3
2
7
,6

0
0

3
6
9
,8

0
0

4
0
6
,8

0
0

4
4
8
,2

0
0

4
9

2
4
5
,9

0
0

2
7
3
,8

0
0

3
0
2
,5

0
0

3
2
8
,7

0
0

3
7
0
,8

0
0

4
0
7
,2

0
0

4
4
8
,5

0
0

5
0

2
4
6
,4

0
0

2
7
4
,6

0
0

3
0
3
,6

0
0

3
2
9
,7

0
0

3
7
1
,8

0
0

4
0
7
,4

0
0

4
4
8
,9

0
0

5
1

2
4
6
,9

0
0

2
7
5
,3

0
0

3
0
4
,7

0
0

3
3
0
,7

0
0

3
7
2
,8

0
0

4
0
7
,7

0
0

4
4
9
,2

0
0

5
2

2
4
7
,4

0
0

2
7
6
,0

0
0

3
0
5
,8

0
0

3
3
1
,6

0
0

3
7
3
,7

0
0

4
0
8
,0

0
0

4
4
9
,5

0
0

5
3

2
4
7
,7

0
0

2
7
6
,7

0
0

3
0
6
,9

0
0

3
3
2
,5

0
0

3
7
4
,5

0
0

4
0
8
,3

0
0

4
4
9
,8

0
0

5
4

2
4
8
,0

0
0

2
7
7
,4

0
0

3
0
8
,0

0
0

3
3
3
,5

0
0

3
7
5
,3

0
0

4
0
8
,6

0
0

5
5

2
4
8
,3

0
0

2
7
8
,1

0
0

3
0
9
,1

0
0

3
3
4
,5

0
0

3
7
6
,2

0
0

4
0
8
,9

0
0

5
6

2
4
8
,6

0
0

2
7
8
,8

0
0

3
1
0
,2

0
0

3
3
5
,4

0
0

3
7
7
,0

0
0

4
0
9
,2

0
0

5
7

2
4
8
,9

0
0

2
7
9
,5

0
0

3
1
1
,2

0
0

3
3
5
,9

0
0

3
7
7
,5

0
0

4
0
9
,4

0
0

5
8

2
4
9
,2

0
0

2
8
0
,2

0
0

3
1
2
,2

0
0

3
3
6
,8

0
0

3
7
8
,3

0
0

4
0
9
,7

0
0

5
9

2
4
9
,5

0
0

2
8
0
,9

0
0

3
1
3
,2

0
0

3
3
7
,5

0
0

3
7
9
,1

0
0

4
1
0
,0

0
0

6
0

2
4
9
,8

0
0

2
8
1
,5

0
0

3
1
4
,2

0
0

3
3
8
,4

0
0

3
7
9
,9

0
0

4
1
0
,3

0
0

6
1

2
5
0
,1

0
0

2
8
2
,1

0
0

3
1
5
,2

0
0

3
3
9
,1

0
0

3
8
0
,3

0
0

4
1
0
,5

0
0

6
2

2
5
0
,4

0
0

2
8
2
,8

0
0

3
1
6
,2

0
0

3
3
9
,4

0
0

3
8
1
,0

0
0

4
1
0
,8

0
0

6
3

2
5
0
,7

0
0

2
8
3
,5

0
0

3
1
7
,2

0
0

3
3
9
,9

0
0

3
8
1
,7

0
0

4
1
1
,1

0
0

6
4

2
5
1
,0

0
0

2
8
4
,1

0
0

3
1
8
,1

0
0

3
4
0
,5

0
0

3
8
2
,3

0
0

4
1
1
,4

0
0

6
5

2
5
1
,3

0
0

2
8
4
,7

0
0

3
1
9
,0

0
0

3
4
1
,1

0
0

3
8
2
,7

0
0

4
1
1
,6

0
0

6
6

2
5
1
,6

0
0

2
8
5
,4

0
0

3
1
9
,8

0
0

3
4
1
,8

0
0

3
8
3
,2

0
0

4
1
1
,9

0
0

6
7

2
5
1
,9

0
0

2
8
6
,1

0
0

3
2
0
,5

0
0

3
4
2
,5

0
0

3
8
3
,8

0
0

4
1
2
,2

0
0

6
8

2
5
2
,2

0
0

2
8
6
,7

0
0

3
2
1
,2

0
0

3
4
3
,1

0
0

3
8
4
,4

0
0

4
1
2
,5

0
0

6
9

2
5
2
,5

0
0

2
8
7
,3

0
0

3
2
1
,8

0
0

3
4
3
,8

0
0

3
8
4
,8

0
0

4
1
2
,7

0
0

7
0

2
5
2
,8

0
0

2
8
8
,0

0
0

3
2
2
,5

0
0

3
4
4
,3

0
0

3
8
5
,3

0
0

4
1
3
,0

0
0

7
1

2
5
3
,1

0
0

2
8
8
,7

0
0

3
2
3
,1

0
0

3
4
4
,9

0
0

3
8
5
,8

0
0

4
1
3
,3

0
0

7
2

2
5
3
,3

0
0

2
8
9
,3

0
0

3
2
3
,7

0
0

3
4
5
,5

0
0

3
8
6
,3

0
0

4
1
3
,6

0
0

7
3

2
5
3
,5

0
0

2
8
9
,9

0
0

3
2
4
,3

0
0

3
4
5
,8

0
0

3
8
6
,9

0
0

4
1
3
,8

0
0

7
4

2
5
3
,8

0
0

2
9
0
,4

0
0

3
2
4
,5

0
0

3
4
6
,4

0
0

3
8
7
,4

0
0

7
5

2
5
4
,1

0
0

2
9
0
,8

0
0

3
2
5
,0

0
0

3
4
6
,9

0
0

3
8
8
,0

0
0

7
6

2
5
4
,3

0
0

2
9
1
,2

0
0

3
2
5
,5

0
0

3
4
7
,4

0
0

3
8
8
,6

0
0

7
7

2
5
4
,5

0
0

2
9
1
,6

0
0

3
2
6
,1

0
0

3
4
7
,9

0
0

3
8
9
,1

0
0

7
8

2
5
4
,8

0
0

2
9
1
,9

0
0

3
2
6
,6

0
0

3
4
8
,4

0
0

3
8
9
,6

0
0

7
9

2
5
5
,1

0
0

2
9
2
,2

0
0

3
2
7
,1

0
0

3
4
8
,9

0
0

3
9
0
,1

0
0

8
0

2
5
5
,3

0
0

2
9
2
,5

0
0

3
2
7
,5

0
0

3
4
9
,3

0
0

3
9
0
,6

0
0

8
1

2
5
5
,5

0
0

2
9
2
,8

0
0

3
2
8
,1

0
0

3
4
9
,6

0
0

3
9
0
,9

0
0

8
2

2
5
5
,8

0
0

2
9
3
,1

0
0

3
2
8
,6

0
0

3
4
9
,9

0
0

3
9
1
,4

0
0

8
3

2
5
6
,1

0
0

2
9
3
,4

0
0

3
2
9
,0

0
0

3
5
0
,1

0
0

3
9
1
,8

0
0

8
4

2
5
6
,3

0
0

2
9
3
,7

0
0

3
2
9
,5

0
0

3
5
0
,4

0
0

3
9
2
,2

0
0

8
5

2
5
6
,5

0
0

2
9
3
,9

0
0

3
3
0
,0

0
0

3
5
0
,9

0
0

3
9
2
,6

0
0

8
6

2
9
4
,1

0
0

3
3
0
,4

0
0

3
5
1
,2

0
0

8
7

2
9
4
,3

0
0

3
3
0
,6

0
0

3
5
1
,5

0
0

8
8

2
9
4
,5

0
0

3
3
0
,9

0
0

3
5
1
,8

0
0

8
9

2
9
4
,9

0
0

3
3
1
,3

0
0

3
5
2
,2

0
0

9
0

2
9
5
,1

0
0

3
3
1
,7

0
0

3
5
2
,5

0
0

9
1

2
9
5
,3

0
0

3
3
2
,0

0
0

3
5
2
,8

0
0

9
2

2
9
5
,5

0
0

3
3
2
,3

0
0

3
5
3
,1

0
0

9
3

2
9
5
,9

0
0

3
3
2
,6

0
0

3
5
3
,5

0
0

9
4

2
9
6
,1

0
0

3
3
2
,8

0
0

3
5
3
,8

0
0

9
5

2
9
6
,3

0
0

3
3
3
,2

0
0

3
5
4
,1

0
0

9
6

2
9
6
,6

0
0

3
3
3
,5

0
0

3
5
4
,4

0
0

9
7

2
9
6
,9

0
0

3
3
3
,7

0
0

3
5
4
,7

0
0

9
8

2
9
7
,1

0
0

3
3
4
,0

0
0

9
9

2
9
7
,3

0
0

3
3
4
,3

0
0

1
0
0

2
9
7
,6

0
0

3
3
4
,6

0
0

1
0
1

2
9
7
,9

0
0

3
3
4
,8

0
0

1
0
2

2
9
8
,1

0
0

3
3
5
,1

0
0

1
0
3

2
9
8
,3

0
0

3
3
5
,4

0
0

1
0
4

2
9
8
,6

0
0

3
3
5
,6

0
0

1
0
5

2
9
8
,9

0
0

3
3
5
,8

0
0

1
0
6

3
3
6
,0

0
0

1
0
7

3
3
6
,4

0
0

1
0
8

3
3
6
,6

0
0

1
0
9

3
3
6
,8

0
0

1
1
0

3
3
7
,2

0
0

1
1
1

3
3
7
,6

0
0

1
1
2

3
3
8
,0

0
0

1
1
3

3
3
8
,2

0
0

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

1
9
3
,0

0
0

2
1
9
,6

0
0

2
4
8
,1

0
0

2
6
1
,7

0
0

2
8
7
,3

0
0

3
2
8
,4

0
0

3
7
1
,0

0
0

4
3
3
,4

0
0

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

2
1
6
,3

0
0

2
3
2
,5

0
0

2
5
1
,0

0
0

2
6
5
,8

0
0

2
8
7
,7

0
0

3
1
8
,0

0
0

3
4
4
,3

0
0

4
0
2
,3

0
0

任
期

付
職

員 定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員備
考

こ
の
表
は
、
保
健
所
、
家
畜
保
健
衛
生
所
等
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
、
獣
医
師
、
栄
養
士
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
も
の
に
適
用
す
る
。
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千 葉 県 報 号外第７８号 令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ハ
　

　
医

療
職

給
料

表
(三

)
職

務
の

級
１

　
級

２
　

級
３
　

級
４
　

級
５

　
級

６
　

級
７
　

級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

円

1
2
0
7
,7

0
0

2
4
0
,6

0
0

2
7
7
,6

0
0

2
9
3
,0

0
0

3
1
0
,3

0
0

3
4
2
,2

0
0

3
8
1
,0

0
0

2
2
0
9
,6

0
0

2
4
2
,8

0
0

2
7
8
,7

0
0

2
9
3
,6

0
0

3
1
1
,5

0
0

3
4
3
,9

0
0

3
8
3
,6

0
0

3
2
1
1
,4

0
0

2
4
5
,0

0
0

2
7
9
,8

0
0

2
9
4
,2

0
0

3
1
2
,7

0
0

3
4
5
,6

0
0

3
8
6
,3

0
0

4
2
1
3
,1

0
0

2
4
7
,2

0
0

2
8
0
,8

0
0

2
9
4
,7

0
0

3
1
3
,8

0
0

3
4
7
,3

0
0

3
8
8
,9

0
0

5
2
1
4
,8

0
0

2
4
9
,4

0
0

2
8
1
,8

0
0

2
9
5
,2

0
0

3
1
4
,9

0
0

3
4
9
,0

0
0

3
9
1
,1

0
0

6
2
1
6
,7

0
0

2
5
0
,4

0
0

2
8
2
,3

0
0

2
9
5
,8

0
0

3
1
6
,0

0
0

3
5
0
,7

0
0

3
9
3
,3

0
0

7
2
1
8
,5

0
0

2
5
1
,3

0
0

2
8
2
,8

0
0

2
9
6
,4

0
0

3
1
7
,1

0
0

3
5
2
,4

0
0

3
9
5
,6

0
0

8
2
2
0
,2

0
0

2
5
2
,2

0
0

2
8
3
,3

0
0

2
9
6
,9

0
0

3
1
8
,2

0
0

3
5
4
,0

0
0

3
9
7
,9

0
0

9
2
2
1
,9

0
0

2
5
3
,1

0
0

2
8
3
,8

0
0

2
9
7
,4

0
0

3
1
9
,3

0
0

3
5
5
,5

0
0

3
9
9
,8

0
0

1
0

2
2
3
,9

0
0

2
5
4
,3

0
0

2
8
4
,3

0
0

2
9
8
,0

0
0

3
2
0
,3

0
0

3
5
7
,2

0
0

4
0
1
,9

0
0

1
1

2
2
5
,8

0
0

2
5
5
,4

0
0

2
8
4
,8

0
0

2
9
8
,6

0
0

3
2
1
,3

0
0

3
5
8
,9

0
0

4
0
4
,1

0
0

1
2

2
2
7
,7

0
0

2
5
6
,3

0
0

2
8
5
,3

0
0

2
9
9
,1

0
0

3
2
2
,3

0
0

3
6
0
,6

0
0

4
0
6
,3

0
0

1
3

2
2
9
,6

0
0

2
5
7
,1

0
0

2
8
5
,8

0
0

2
9
9
,6

0
0

3
2
3
,3

0
0

3
6
2
,0

0
0

4
0
8
,2

0
0

1
4

2
3
1
,6

0
0

2
5
7
,8

0
0

2
8
6
,3

0
0

3
0
0
,2

0
0

3
2
4
,5

0
0

3
6
3
,7

0
0

4
1
0
,2

0
0

1
5

2
3
3
,6

0
0

2
5
8
,5

0
0

2
8
6
,8

0
0

3
0
0
,8

0
0

3
2
5
,7

0
0

3
6
5
,4

0
0

4
1
2
,3

0
0

1
6

2
3
5
,6

0
0

2
5
9
,4

0
0

2
8
7
,3

0
0

3
0
1
,3

0
0

3
2
6
,9

0
0

3
6
7
,1

0
0

4
1
4
,3

0
0

1
7

2
3
7
,6

0
0

2
6
0
,5

0
0

2
8
7
,8

0
0

3
0
1
,8

0
0

3
2
8
,0

0
0

3
6
8
,9

0
0

4
1
6
,3

0
0

1
8

2
3
9
,6

0
0

2
6
1
,6

0
0

2
8
8
,3

0
0

3
0
2
,5

0
0

3
2
9
,2

0
0

3
7
0
,9

0
0

4
1
8
,5

0
0

1
9

2
4
1
,7

0
0

2
6
2
,7

0
0

2
8
8
,8

0
0

3
0
3
,2

0
0

3
3
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0

3
2
1
,1

0
0

3
5
4
,1

0
0

3
7
1
,9

0
0

9
6

2
9
1
,4

0
0

3
2
1
,7

0
0

3
5
4
,7

0
0

3
7
2
,2

0
0

9
7

2
9
2
,0

0
0

3
2
2
,2

0
0

3
5
5
,1

0
0

3
7
2
,8

0
0

9
8

2
9
2
,5

0
0

3
2
2
,5

0
0

3
5
5
,5

0
0

3
7
3
,3

0
0

9
9

2
9
3
,0

0
0

3
2
3
,1

0
0

3
5
6
,0

0
0

3
7
3
,8

0
0

1
0
0

2
9
3
,5

0
0

3
2
3
,7

0
0

3
5
6
,4

0
0

3
7
4
,3

0
0

1
0
1

2
9
4
,0

0
0

3
2
4
,1

0
0

3
5
6
,9

0
0

3
7
4
,9

0
0

1
0
2

2
9
4
,5

0
0

3
2
4
,7

0
0

3
5
7
,3

0
0

3
7
5
,4

0
0

1
0
3

2
9
5
,0

0
0

3
2
5
,3

0
0

3
5
7
,8

0
0

3
7
5
,9

0
0

1
0
4

2
9
5
,4

0
0

3
2
5
,8

0
0

3
5
8
,2

0
0

3
7
6
,3

0
0

1
0
5

2
9
5
,8

0
0

3
2
6
,2

0
0

3
5
8
,5

0
0

3
7
6
,9

0
0

1
0
6

2
9
6
,3

0
0

3
2
6
,7

0
0

3
5
9
,0

0
0

3
7
7
,4

0
0

1
0
7

2
9
6
,8

0
0

3
2
7
,2

0
0

3
5
9
,4

0
0

3
7
7
,9

0
0

1
0
8

2
9
7
,1

0
0

3
2
7
,7

0
0

3
5
9
,7

0
0

3
7
8
,4

0
0

1
0
9

2
9
7
,3

0
0

3
2
8
,1

0
0

3
6
0
,1

0
0

3
7
9
,0

0
0

1
1
0

2
9
7
,6

0
0

3
2
8
,5

0
0

3
6
0
,6

0
0

3
7
9
,4

0
0

1
1
1

2
9
7
,8

0
0

3
2
8
,8

0
0

3
6
1
,1

0
0

3
7
9
,9

0
0

1
1
2

2
9
8
,1

0
0

3
2
9
,1

0
0

3
6
1
,6

0
0

3
8
0
,4

0
0

1
1
3

2
9
8
,4

0
0

3
2
9
,4

0
0

3
6
2
,1

0
0

3
8
1
,0

0
0

1
1
4

2
9
8
,6

0
0

3
2
9
,8

0
0

3
6
2
,6

0
0

1
1
5

2
9
8
,9

0
0

3
3
0
,1

0
0

3
6
3
,1

0
0

1
1
6

2
9
9
,1

0
0

3
3
0
,4

0
0

3
6
3
,5

0
0

1
1
7

2
9
9
,4

0
0

3
3
0
,6

0
0

3
6
3
,9

0
0

1
1
8

2
9
9
,7

0
0

3
3
0
,9

0
0

1
1
9

3
0
0
,0

0
0

3
3
1
,2

0
0

1
2
0

3
0
0
,3

0
0

3
3
1
,4

0
0

1
2
1

3
0
0
,6

0
0

3
3
1
,6

0
0

1
2
2

3
0
1
,0

0
0

3
3
1
,9

0
0

1
2
3

3
0
1
,3

0
0

3
3
2
,2

0
0

1
2
4

3
0
1
,6

0
0

3
3
2
,5

0
0

1
2
5

3
0
1
,8

0
0

3
3
2
,7

0
0

1
2
6

3
0
2
,0

0
0

3
3
3
,0

0
0

1
2
7

3
0
2
,3

0
0

3
3
3
,4

0
0

1
2
8

3
0
2
,7

0
0

3
3
3
,6

0
0

1
2
9

3
0
2
,9

0
0

3
3
3
,8

0
0

1
3
0

3
0
3
,2

0
0

3
3
4
,0

0
0

1
3
1

3
0
3
,6

0
0

3
3
4
,4

0
0

1
3
2

3
0
4
,0

0
0

3
3
4
,6

0
0

1
3
3

3
0
4
,2

0
0

3
3
4
,9

0
0

1
3
4

3
0
4
,5

0
0

3
3
5
,3

0
0

1
3
5

3
0
4
,8

0
0

3
3
5
,7

0
0

1
3
6

3
0
5
,1

0
0

3
3
6
,1

0
0

1
3
7

3
0
5
,3

0
0

3
3
6
,4

0
0

1
3
8

3
0
5
,6

0
0

3
3
6
,8

0
0

1
3
9

3
0
5
,9

0
0

3
3
7
,2

0
0

1
4
0

3
0
6
,2

0
0

3
3
7
,6

0
0

1
4
1

3
0
6
,4

0
0

3
3
7
,9

0
0

1
4
2

3
0
6
,8

0
0

3
3
8
,3

0
0

1
4
3

3
0
7
,2

0
0

3
3
8
,6

0
0

1
4
4

3
0
7
,5

0
0

3
3
9
,0

0
0

1
4
5

3
0
7
,7

0
0

3
3
9
,3

0
0

1
4
6

3
0
7
,9

0
0

1
4
7

3
0
8
,2

0
0

1
4
8

3
0
8
,6

0
0

1
4
9

3
0
8
,8

0
0

1
5
0

3
0
9
,0

0
0

1
5
1

3
0
9
,3

0
0

1
5
2

3
0
9
,6

0
0

1
5
3

3
1
0
,0

0
0

1
5
4

3
1
0
,2

0
0

1
5
5

3
1
0
,4

0
0

1
5
6

3
1
0
,7

0
0

1
5
7

3
1
1
,0

0
0

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額

円
円

円
円

円
円

円

2
3
9
,7

0
0

2
6
0
,2

0
0

2
6
7
,5

0
0

2
7
7
,9

0
0

2
9
4
,3

0
0

3
3
1
,9

0
0

3
7
6
,6

0
0

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

円

2
2
1
,9

0
0

2
5
3
,1

0
0

2
7
0
,5

0
0

2
8
2
,6

0
0

2
9
7
,9

0
0

3
1
9
,6

0
0

3
4
3
,7

0
0

任
期

付
職

員 定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員備
考

こ
の
表
は
、
保

健
所
等
に
勤
務

す
る
保
健
師
、

助
産
師
、
看
護

師
、
准
看
護
師

そ
の
他
の
職
員

で
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る

も
の

に
適
用
す
る
。
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別

表
第

六
（

第
四

条
）

 

職
務

の
級

１
　

級
２
　

級
３
　

級
４

　
級

５
　

級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円

1
2
1
8
,8

0
0

2
7
6
,0

0
0

3
1
4
,7

0
0

3
5
3
,5

0
0

3
8
5
,6

0
0

2
2
2
2
,0

0
0

2
7
7
,8

0
0

3
1
5
,9

0
0

3
5
5
,3

0
0

3
8
7
,4

0
0

3
2
2
5
,2

0
0

2
7
9
,5

0
0

3
1
7
,0

0
0

3
5
7
,0

0
0

3
8
9
,1

0
0

4
2
2
8
,4

0
0

2
8
1
,2

0
0

3
1
8
,1

0
0

3
5
8
,7

0
0

3
9
0
,7

0
0

5
2
3
1
,6

0
0

2
8
2
,9

0
0

3
1
9
,2

0
0

3
6
0
,4

0
0

3
9
2
,3

0
0

6
2
3
4
,7

0
0

2
8
4
,4

0
0

3
2
0
,3

0
0

3
6
1
,9

0
0

3
9
4
,4

0
0

7
2
3
7
,8

0
0

2
8
5
,8

0
0

3
2
1
,4

0
0

3
6
3
,3

0
0

3
9
6
,5

0
0

8
2
4
0
,8

0
0

2
8
7
,3

0
0

3
2
2
,4

0
0

3
6
4
,6

0
0

3
9
8
,5

0
0

9
2
4
3
,8

0
0

2
8
8
,8

0
0

3
2
3
,4

0
0

3
6
5
,6

0
0

4
0
0
,5

0
0

1
0

2
4
6
,7

0
0

2
9
0
,3

0
0

3
2
4
,8

0
0

3
6
7
,3

0
0

4
0
2
,5

0
0

1
1

2
4
9
,5

0
0

2
9
1
,7

0
0

3
2
6
,4

0
0

3
6
9
,0

0
0

4
0
4
,5

0
0

1
2

2
5
2
,3

0
0

2
9
3
,1

0
0

3
2
8
,0

0
0

3
7
0
,7

0
0

4
0
6
,5

0
0

1
3

2
5
5
,1

0
0

2
9
4
,5

0
0

3
2
9
,9

0
0

3
7
2
,2

0
0

4
0
8
,5

0
0

1
4

2
5
8
,0

0
0

2
9
5
,9

0
0

3
3
1
,5

0
0

3
7
3
,9

0
0

4
1
0
,6

0
0

1
5

2
6
0
,8

0
0

2
9
7
,3

0
0

3
3
3
,1

0
0

3
7
5
,6

0
0

4
1
2
,7

0
0

1
6

2
6
3
,4

0
0

2
9
8
,7

0
0

3
3
4
,7

0
0

3
7
7
,2

0
0

4
1
4
,8

0
0

1
7

2
6
6
,0

0
0

3
0
0
,1

0
0

3
3
6
,4

0
0

3
7
8
,8

0
0

4
1
6
,8

0
0

1
8

2
6
7
,4

0
0

3
0
1
,5

0
0

3
3
8
,0

0
0

3
8
0
,3

0
0

4
1
8
,2

0
0

1
9

2
6
8
,8

0
0

3
0
2
,8

0
0

3
3
9
,6

0
0

3
8
1
,8

0
0

4
1
9
,6

0
0

2
0

2
7
0
,2

0
0

3
0
4
,1

0
0

3
4
1
,2

0
0

3
8
3
,3

0
0

4
2
1
,0

0
0

2
1

2
7
1
,6

0
0

3
0
5
,4

0
0

3
4
2
,7

0
0

3
8
4
,8

0
0

4
2
2
,4

0
0

2
2

2
7
2
,8

0
0

3
0
6
,2

0
0

3
4
3
,5

0
0

3
8
6
,2

0
0

4
2
3
,7

0
0

2
3

2
7
4
,0

0
0

3
0
7
,0

0
0

3
4
4
,3

0
0

3
8
7
,5

0
0

4
2
5
,0

0
0

2
4

2
7
5
,1

0
0

3
0
7
,7

0
0

3
4
5
,1

0
0

3
8
8
,8

0
0

4
2
6
,2

0
0

2
5

2
7
6
,2

0
0

3
0
8
,4

0
0

3
4
5
,9

0
0

3
9
0
,3

0
0

4
2
7
,4

0
0

2
6

2
7
6
,8

0
0

3
0
9
,1

0
0

3
4
6
,7

0
0

3
9
1
,9

0
0

4
2
8
,6

0
0

2
7

2
7
7
,3

0
0

3
0
9
,8

0
0

3
4
7
,5

0
0

3
9
3
,5

0
0

4
2
9
,8

0
0

2
8

2
7
7
,8

0
0

3
1
0
,5

0
0

3
4
8
,3

0
0

3
9
5
,1

0
0

4
3
0
,9

0
0

2
9

2
7
8
,3

0
0

3
1
1
,2

0
0

3
4
9
,1

0
0

3
9
6
,7

0
0

4
3
1
,9

0
0

3
0

2
7
8
,7

0
0

3
1
1
,8

0
0

3
4
9
,9

0
0

3
9
8
,2

0
0

4
3
3
,0

0
0

3
1

2
7
9
,1

0
0

3
1
2
,4

0
0

3
5
0
,7

0
0

3
9
9
,6

0
0

4
3
4
,1

0
0

3
2

2
7
9
,5

0
0

3
1
3
,0

0
0

3
5
1
,5

0
0

4
0
1
,0

0
0

4
3
5
,2

0
0

3
3

2
7
9
,9

0
0

3
1
3
,6

0
0

3
5
2
,2

0
0

4
0
2
,4

0
0

4
3
6
,2

0
0

3
4

2
8
0
,3

0
0

3
1
4
,2

0
0

3
5
3
,0

0
0

4
0
3
,7

0
0

4
3
7
,1

0
0

3
5

2
8
0
,7

0
0

3
1
4
,8

0
0

3
5
3
,8

0
0

4
0
4
,9

0
0

4
3
8
,0

0
0

3
6

2
8
1
,0

0
0

3
1
5
,3

0
0

3
5
4
,5

0
0

4
0
6
,1

0
0

4
3
8
,9

0
0

3
7

2
8
1
,3

0
0

3
1
5
,8

0
0

3
5
5
,2

0
0

4
0
7
,3

0
0

4
3
9
,8

0
0

3
8

2
8
1
,6

0
0

3
1
6
,3

0
0

3
5
5
,9

0
0

4
0
8
,4

0
0

4
4
0
,7

0
0

3
9

2
8
1
,9

0
0

3
1
6
,8

0
0

3
5
6
,6

0
0

4
0
9
,4

0
0

4
4
1
,6

0
0

4
0

2
8
2
,2

0
0

3
1
7
,2

0
0

3
5
7
,3

0
0

4
1
0
,4

0
0

4
4
2
,4

0
0

海
　

事
　

職
　

給
　

料
　

表

号
給

職
員

の
区

分定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及

び
任

期
付

職
員

以
外

の
職

員

4
1

2
8
2
,5

0
0

3
1
7
,6

0
0

3
5
8
,0

0
0

4
1
0
,9

0
0

4
4
2
,8

0
0

4
2

2
8
2
,8

0
0

3
1
8
,0

0
0

3
5
8
,7

0
0

4
1
1
,8

0
0

4
4
3
,4

0
0

4
3

2
8
3
,1

0
0

3
1
8
,4

0
0

3
5
9
,3

0
0

4
1
2
,7

0
0

4
4
4
,0

0
0

4
4

2
8
3
,4

0
0

3
1
8
,8

0
0

3
6
0
,0

0
0

4
1
3
,6

0
0

4
4
4
,6

0
0

4
5

2
8
3
,7

0
0

3
1
9
,2

0
0

3
6
0
,8

0
0

4
1
4
,5

0
0

4
4
5
,1

0
0

4
6

2
8
4
,0

0
0

3
1
9
,6

0
0

3
6
1
,6

0
0

4
1
5
,4

0
0

4
4
5
,4

0
0

4
7

2
8
4
,3

0
0

3
2
0
,0

0
0

3
6
2
,3

0
0

4
1
6
,3

0
0

4
4
5
,9

0
0

4
8

2
8
4
,6

0
0

3
2
0
,4

0
0

3
6
3
,0

0
0

4
1
7
,2

0
0

4
4
6
,3

0
0

4
9

2
8
4
,9

0
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二
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令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                       

第
二
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
二
十
条
第
二
項
中
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十
五
□
に
□
□
百
分
の
百
七
・

五
□
を
□
百
分
の
百
五
□
に
改
め
□
同
条
第
三
項
中
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十

五
□
に
□
□
百
分
の
七
十
一
・
二
五
□
を
□
百
分
の
七
十
□
に
□
□
百
分
の
百
七
・
五
□
を
□
百
分
の

百
五
□
に
□
□
百
分
の
六
十
一
・
二
五
□
を
□
百
分
の
六
十
□
に
改
め
る
□ 

 
 

第
二
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
□
百
分
の
百
七
・
五
□
を
□
百
分
の
百
五
□
に
□
□
百
分
の
百
二

十
七
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十
五
□
に
改
め
□
同
項
第
二
号
中
□
百
分
の
五
十
一
・
二
五
□
を
□
百

分
の
五
十
□
に
□
□
百
分
の
六
十
一
・
二
五
□
を
□
百
分
の
六
十
□
に
改
め
る
□ 

 
 

第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
中
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十
五
□
に
改
め
る
□ 

 
 

第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
中
□
百
分
の
百
七
・
五
□
を
□
百
分
の
百
五
□
に
改
め
る
□ 

 

□
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
□ 

第
三
条 

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
三
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
二
号
□
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
五
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

給料月額 

円 

414,000 

475,000 

538,000 

621,000 

722,000 

824,000 

号給 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

 
 

第
五
条
第
三
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

給料月額 

円 

346,000 

382,000 

410,000 

号給 

 

１ 

２ 

３ 

 
 

第
六
条
第
二
項
中
□
百
分
の
百
二
十
二
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
に
□
□
百
分
の
百
七

十
□
を
□
百
分
の
百
七
十
五
□
に
改
め
る
□ 

第
四
条 

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
六
条
第
二
項
中
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十
五
□
に
□
□
百
分
の
百
七
十

五
□
を
□
百
分
の
百
七
十
二
・
五
□
に
改
め
る
□ 

 

□
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
□ 

第
五
条 

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
号
□
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
七
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

給料月額 

円 

392,000 

440,000 

492,000 

555,000 

634,000 

740,000 

864,000 

号給 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

 
 

第
八
条
第
二
項
中
□
百
分
の
百
二
十
二
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
に
□
□
百
分
の
百
七

十
□
を
□
百
分
の
百
七
十
五
□
に
改
め
る
□ 

1
3
4

2
8
3
,2

0
0

1
3
5

2
8
3
,6

0
0

1
3
6

2
8
3
,9

0
0

1
3
7

2
8
4
,1

0
0

1
3
8

2
8
4
,4

0
0

1
3
9

2
8
4
,7

0
0

1
4
0

2
8
5
,0

0
0

1
4
1

2
8
5
,2

0
0

1
4
2

2
8
5
,4

0
0

1
4
3

2
8
5
,6

0
0

1
4
4

2
8
5
,9

0
0

1
4
5

2
8
6
,3

0
0

1
4
6

2
8
6
,5

0
0

1
4
7

2
8
6
,8

0
0

1
4
8

2
8
7
,1

0
0

1
4
9

2
8
7
,4

0
0

1
5
0

2
8
7
,6

0
0

1
5
1

2
8
7
,9

0
0

1
5
2

2
8
8
,1

0
0

1
5
3

2
8
8
,4

0
0

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

基
　

　
　

準
給

料
月

額
基

　
　

　
準

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

2
0
5
,8

0
0

2
4
5
,6

0
0

2
6
0
,1

0
0

2
9
3
,6

0
0

3
2
0
,6

0
0

3
6
2
,7

0
0

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

2
2
0
,9

0
0

2
3
8
,8

0
0

2
7
5
,1

0
0

2
8
7
,4

0
0

3
1
0
,0

0
0

3
3
6
,1

0
0

任
期

付
職

員 定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員備
考

こ
の
表
は
、
児
童
福
祉
施
設
等
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
し
、
入
所
者
の
指
導
、
保
育
、
介
護
等
の
業
務
に
従
事

す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。
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第
六
条 

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
八
条
第
二
項
中
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十
五
□
に
□
□
百
分
の
百
七
十

五
□
を
□
百
分
の
百
七
十
二
・
五
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 
附 

則 

 

□
施
行
期
日
等
□ 

１ 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
二
条
□
第
四
条
及
び
第
六
条
並
び
に
附
則

第
九
項
の
規
定
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

２ 

第
一
条
の
規
定
□
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
□
以
下
□
給
与
条
例
□
と
い
う
□
□
別
表
第
一
か
ら

別
表
第
七
ま
で
の
改
正
規
定
に
限
る
□
□
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
の
規
定
□
第
三
条
の
規
定
□
任

期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
□
以
下
□
任
期
付
研
究
員
条
例
□
と
い
う
□
□
第
六
条
第
二
項

の
改
正
規
定
を
除
く
□
□
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
の
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定
□
任
期

付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
□
以
下
□
任
期
付
職
員
条
例
□
と
い
う
□
□
第
八
条
第
二
項
の
改
正

規
定
を
除
く
□
□
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
□
第
一
条

の
規
定
□
給
与
条
例
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で
の
改
正
規
定
を
除
く
□
□
に
よ
る
改
正
後
の
給
与

条
例
□
附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
□
改
正
後
の
条
例
□
と
い
う
□
□
の
規
定
□
第
三
条
の
規

定
□
任
期
付
研
究
員
条
例
第
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
□
□
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員

条
例
の
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定
□
任
期
付
職
員
条
例
第
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
□
□
に
よ

る
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
は
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
□ 

 

□
令
和
六
年
四
月
一
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
□ 

３ 

令
和
六
年
四
月
一
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
及
び
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ

に
準
ず
る
職
員
の
同
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
□
そ
の
者
が
同
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す

る
異
動
等
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
□
人
事
委
員
会

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

□
給
与
の
内
払
□ 

４ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
□
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条

例
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
□

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
条
例
□
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
研
究
員
条
例

又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
給
与
は
□
そ
れ

ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
□
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員

条
例
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な

す
□ 

 

□
令
和
六
年
十
二
月
の
支
給
に
係
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
等
の
額
の
特
例
□ 

５ 

給
与
条
例
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
□
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
前
の
在
職
期
間
が
任
命
権
者
が
定
め
る
期
間
に
満
た
な
い
者
そ
の
他
の
任
命
権
者
が
定
め
る
者
に

限
る
□
□
に
対
す
る
令
和
六
年
十
二
月
の
支
給
に
係
る
期
末
手
当
に
関
す
る
改
正
後
の
条
例
第
二
十
二

条
の
五
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
同
項
中
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
と
あ
る
の
は
□

□
百
分
の
百
二
十
二
・
五
□
と
す
る
□ 

６ 

給
与
条
例
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
□
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
前
の
在
職
期
間
が
任
命
権
者
が
定
め
る
期
間
に
満
た
な
い
者
そ
の
他
の
任
命
権
者
が
定
め
る
者
に

限
る
□
□
に
対
す
る
令
和
六
年
十
二
月
の
支
給
に
係
る
勤
勉
手
当
に
関
す
る
改
正
後
の
条
例
第
二
十
二

条
の
六
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
同
項
中
□
百
分
の
百
七
・
五
□
と
あ
る
の
は
□
□
百
分

の
百
二
・
五
□
と
す
る
□ 

 

□
人
事
委
員
会
へ
の
委
任
□ 

７ 

附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
□

人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
□ 

 

□
特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
□
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
□ 

８ 

特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
□
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第

二
十
七
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
□
百
分
の
百
二
十
二
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
に
改
め
る
□ 

９ 

特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
□
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
□
百
分
の
百
二
十
七
・
五
□
を
□
百
分
の
百
二
十
五
□
に
改
め
る
□ 

  

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
四
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
二
年
千
葉
県
条
例
第
一

号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
第
八
号
上
欄
ロ
中
□
受
理
□
の
下
に
□
□
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律
□
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
申
請
の
受
理
を
除
く
□
□
□
を
加
え
□
同
表
第
九
号
上
欄
ロ
中

□
受
理
□
の
下
に
□
□
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
申
請
の
受
理
を
除

く
□
□
□
を
加
え
□
同
表
第
十
号
上
欄
イ
中
□
受
理
□
の
下
に
□
□
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の

推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
に
よ
り
行
う
申
請
の
受
理
を
除
く
□
□
□
を
加
え
□
同
欄
ロ
中
□
受
理
□
の
下
に
□
□
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
届
出
の
受
理
を
除
く
□
□
□
を
加
え
□
同
欄
ハ
中
□
受

理
□
の
下
に
□
□
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
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よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
申
請
の
受
理
を
除
く
□
□
□

を
加
え
□
同
表
第
十
一
号
上
欄
中
□
受
理
□
の
下
に
□
□
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に

よ
り
行
う
届
出
の
受
理
を
除
く
□
□
□
を
加
え
□
同
表
第
十
四
号
上
欄
イ
及
び
第
十
五
号
上
欄
ロ
中
□
受

理
□
の
下
に
□
□
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
申
請
の
受
理
を
除
く
□
□
□

を
加
え
□
同
表
第
十
六
号
上
欄
イ
中
□
受
理
□
の
下
に
□
□
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

に
よ
り
行
う
届
出
の
受
理
を
除
く
□
□
□
を
加
え
□
同
表
第
十
七
号
上
欄
イ
中
□
受
理
□
の
下
に
□
□
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
申
請
の
受
理
を
除
く
□
□
□
を
加
え
□
同
欄
中
チ

を
削
り
□
リ
を
チ
と
し
□
ヌ
か
ら
カ
ま
で
を
リ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
□
同
表
第
十
八
号
上
欄
イ
及
び
第
十
九

号
上
欄
イ
中
□
受
理
□
の
下
に
□
□
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
申
請
の
受

理
を
除
く
□
□
□
を
加
え
□
同
表
第
四
十
二
号
下
欄
中
□
浦
安
市
□
の
下
に
□
□
袖
ケ
浦
市
□
を
加
え
□

同
表
第
四
十
三
号
下
欄
中
□
□
袖
ケ
浦
市
□
を
削
り
□
同
表
第
四
十
五
号
の
二
下
欄
中
□
浦
安
市
□
の
下

に
□
□
袖
ケ
浦
市
□
を
加
え
□
同
表
第
四
十
六
号
下
欄
中
□
□
袖
ケ
浦
市
□
を
削
り
□
同
表
第
四
十
八
号

を
削
り
□
同
表
第
四
十
七
号
上
欄
中
□
附
則
第
二
条
第
一
項
□
を
□
附
則
第
二
条
第
二
項
□
に
改
め
□

□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
□
□
を
削
り
□
同
欄
中
イ
及
び
ロ
を
削
り
□
ハ
を
イ
と
し
□
ニ
を

ロ
と
し
□
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ハ 

旧
法
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加 

 

別
表
第
四
十
七
号
上
欄
中
ホ
を
ニ
と
し
□
ヘ
を
ホ
と
し
□
ト
を
ヘ
と
し
□
同
欄
チ
中
□
□
旧
法
第
十
七

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
を
削
り
□
同
欄
中
チ
を
ト
と
し
□
リ
か
ら
ル
ま
で
を

削
り
□
ヲ
を
チ
と
し
□
ワ
か
ら
タ
ま
で
を
リ
か
ら
ヲ
ま
で
と
し
□
同
号
を
同
表
第
四
十
八
号
と
し
□
同
表

第
四
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

四
十
七 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
□
昭
和
三
十
六

年
法
律
第
百
九
十
一
号
□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
□
法
□
と

い
う
□
□
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
□
次
に
掲
げ
る
事
務
□
法

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土

等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
□
□ 

 

イ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
検
査 

 

ロ 

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
検
査
合
格
証

の
交
付 

 

ハ 

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
の
報
告
の
受

理 

市
川
市
□
木
更
津
市
□
松
戸

市
□
野
田
市
□
成
田
市
□
佐

倉

市

□

習

志

野

市
□

流

山

市

□

八

千

代

市

□
我

孫

子

市
□
鎌
ケ
谷
市
□
印
西
市
及

び
白
井
市 

 
 

 
 

 

ニ 

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
施
行
の
停

止
及
び
災
害
防
止
措
置
の
命
令
□
同
項
第
三
号
及
び
第
四

号
に
掲
げ
る
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
□
□ 

 

ホ 

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
使
用
の
禁

止
及
び
制
限
並
び
に
災
害
防
止
措
置
の
命
令
□
同
項
第
二

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
土
地
□
法
第
十
七
条
第
一
項
の

検
査
の
結
果
工
事
が
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合

し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
も
の
を
除
く
□
□
に
係
る
も

の
に
限
る
□
□ 

 

ヘ 

法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
施
行
及
び

工
事
に
係
る
作
業
の
停
止
の
命
令
□
ニ
に
掲
げ
る
事
務
に

係
る
も
の
に
限
る
□
□ 

 

ト 

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
□
イ

及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限

る
□
□ 

 

チ 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取
□
イ
及
び

ニ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
□
□ 

 

 

別
表
第
六
十
号
上
欄
ト
中
□
第
十
八
条
第
十
六
項
□
を
□
第
十
八
条
第
二
十
項
□
に
改
め
□
同
欄
チ
中

□
第
十
八
条
第
二
十
四
項
第
一
号
□
を
□
第
十
八
条
第
三
十
八
項
第
一
号
□
に
改
め
□
同
欄
ノ
中
□
第
五

十
一
条
第
四
項
□
を
□
第
五
十
一
条
第
五
項
□
に
改
め
□
同
表
第
六
十
号
の
二
上
欄
ヘ
中
□
第
五
十
一
条

第
四
項
□
を
□
第
五
十
一
条
第
五
項
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
条
例
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
□
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

一 

別
表
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
□
第
十
四
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
並
び
に
第
六
十
号
及
び
第
六

十
号
の
二
の
改
正
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

別
表
第
四
十
八
号
を
削
る
改
正
規
定
□
同
表
第
四
十
七
号
の
改
正
規
定
及
び
同
号
を
同
表
第
四
十

八
号
と
し
□
同
表
第
四
十
六
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定 

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
改
正
後
の
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条

例
□
以
下
□
新
条
例
□
と
い
う
□
□
別
表
第
四
十
二
号
及
び
第
四
十
五
号
の
二
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に

係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
□
以
下
□
法
令
□
と
い
う
□
□
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行

為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
□
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
□
以
下
□
施
行
日
□
と
い

う
□
□
以
後
に
お
い
て
は
袖
ケ
浦
市
長
が
管
理
し
□
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
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は
□
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
袖
ケ
浦
市
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
と

み
な
す
□ 

３ 
施
行
日
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
□
施
行
日
前
に
法

令
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
届
出
□
報
告
及
び
提
出
で
□
施
行
日
前

に
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
含
む
□
□
に
係
る
事
務
で
□
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
袖
ケ
浦
市
長
が
管

理
し
□
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
□
新
条
例
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
知

事
が
管
理
し
□
及
び
執
行
す
る
□ 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
は
□
当
該
処
分
そ
の
他
の
行
為
後
に
お
け
る

法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
袖
ケ
浦
市
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
□ 

  

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
四
十
二
号 

 
 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
□ 

 
 

別
表
第
一
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
□
に
基
づ

く
も
の
の
項
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
申
請
手
数
料
の
目
中
□
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
申
請
手
数

料
□
を
□
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
申
請
手
数
料
□
に
□
□
七
千
八
百
円
□
を
□
二
万
千
九
百

円
□
に
改
め
□
同
項
大
麻
草
採
取
栽
培
者
登
録
変
更
手
数
料
の
目
中
□
大
麻
草
採
取
栽
培
者
登
録
変
更

手
数
料
□
を
□
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
登
録
変
更
手
数
料
□
に
□
□
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
□
を

□
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
□
に
改
め
□
同
項
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
証
再
交
付
手
数
料
の
目

中
□
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
証
再
交
付
手
数
料
□
を
□
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
証
再
交
付

手
数
料
□
に
改
め
□
同
表
旅
券
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
中

□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
の
下
に
□
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□

を
加
え
□
□
二
千
円
□
□
を
□
二
千
三
百
円
□
法
□
に
□
□
四
千
円
□
□
を
□
四
千
三
百
円
□
□
た
だ

し
□
電
子
情
報
処
理
組
織
□
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
□
□
を
使
用
す
る

方
法
に
よ
り
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
処
分
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
□
千
九
百
円
□
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
□
三
千
九
百
円
□
と
す

る
□
□
に
改
め
□
同
表
高
圧
ガ
ス
保
安
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項

製
造
保
安
責
任
者
試
験
手
数
料
の
目
中
□
□
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
□
□
を
削
り
□
同
表
宅

地
建
物
取
引
業
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
中
□
三
万
三
千
円
□

の
下
に
□
□
当
該
申
請
を
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
あ
つ
て
は
□
二
万
六
千
五
百
円
□
□
を
加
え
□
同
表
所
得
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
□
令
和
五
年
法
律
第
三
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土
等
規

制
法
□
昭
和
三

十
六
年
法
律
第

百
九
十
一
号
□

に
基
づ
く
も
の 

宅
地
造
成
又
は

特
定
盛
土
等
工

事
許
可
申
請
手

数
料 

第
十
二
条

第
一
項
の

規
定
に
よ

る
宅
地
造

成
等
□
土

石
の
堆
積 

を
除
く 

 

に
関
す
る

工
事
の
許

可
の
申
請

に
対
す
る

審
査 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
五
百
平

方
メ
□
ト
ル
以

内
の
も
の 

一
件
に
つ

き 

一
万
六
千
円 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
五
百
平

方
メ
□
ト
ル
を

超

え

千

平

方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

二
万
八
千
円 

 
 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
千
平
方

メ
□
ト
ル
を
超

え

二

千

平

方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

四

万

円 

 
 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
二
千
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
三
千
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

五
万
九
千
円 

      

 

 
 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
三
千
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
五
千
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

六
万
八
千
円 

 
 

 
 

 
 

□
□ 
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盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
五
千
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
一
万
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

九
万
三
千
円 

 
 

 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
一
万
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
二
万
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

十
四
万
九
千

円 

 
 

 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
二
万
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
四
万
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

二
十
三
万
円 

 
 

 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
四
万
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
七
万
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 
三
十
六
万
千

円 

 
 

 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
七
万
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
十
万
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

五
十
一
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
十
万
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

一
件
に
つ

き 

六
十
六
万
円 

 

土
石
の
堆
積
工

事
許
可
申
請
手

数
料 

第
十
二
条

第
一
項
の

規
定
に
よ

る
宅
地
造

成
等
□
土

石
の
堆
積 

に
限
る 

 

に
関
す
る

工
事
の
許

可
の
申
請

に
対
す
る

審
査 

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面

積
が
五
百
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

一

万

千

円 

 
 

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面

積
が
五
百
平
方

メ
□
ト
ル
を
超

え
千
平
方
メ
□

ト
ル
以
内
の
も

の 

一
件
に
つ

き 

一
万
四
千
円 

 
 

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面

積

が

千

平

方

メ
□
ト
ル
を
超

え

二

千

平

方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

一
万
六
千
円 

 
 

 

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面

積
が
二
千
平
方

メ
□
ト
ル
を
超

え

三

千

平

方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

二

万

円 

 
 

 

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面

積
が
三
千
平
方

メ
□
ト
ル
を
超 

一
件
に
つ

き 

二
万
九
千
円 

 
 

 
 

 
 

□
□ 



 
 

 

二
六 
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え

五

千

平

方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面

積
が
五
千
平
方

メ
□
ト
ル
を
超

え

一

万

平

方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

三
万
三
千
円 

 
 

 

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面

積
が
一
万
平
方

メ
□
ト
ル
を
超

え

二

万

平

方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

三
万
九
千
円 

 
 

 

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面

積
が
二
万
平
方

メ
□
ト
ル
を
超

え

四

万

平

方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

五
万
四
千
円 

 
 

 

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面

積
が
四
万
平
方

メ
□
ト
ル
を
超

え

七

万

平

方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

七
万
四
千
円 

 
 

 

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面

積
が
七
万
平
方

メ
□
ト
ル
を
超 

一
件
に
つ

き 

十
一
万
二
千

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

え

十

万

平

方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面

積
が
十
万
平
方

メ
□
ト
ル
を
超

え
る
も
の 

一
件
に
つ

き 

十
三
万
七
千

円 

 

宅
地
造
成
又
は

特
定
盛
土
等
工

事
計
画
変
更
許

可
申
請
手
数
料 

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に 

よ
る
宅
地
造
成
等
□
土
石
の 

堆
積
を
除
く
□
□
に
関
す
る 

工
事
の
計
画
の
変
更
許
可
の 

申
請
に
対
す
る
審
査 

一
件
に
つ

き 

摘
要
第
一
号

か
ら
第
三
号

ま
で
に
掲
げ

る
額
の
合
計

額
□
そ
の
額

が
六
十
六
万

円
を
超
え
る

と
き
は
□
六

十
六
万
円
□ 

 
 

□
摘
要
□ 

 

一 

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
設
計

の
変
更
□
次
号
に
規
定
す
る
変
更
の
み
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
□
□
に
つ
い
て
は
□
変
更
前
の
盛
土
又
は
切 

土
を
す
る
土
地
の
面
積
□
同
号
に
規
定
す
る
変
更
が
な 

い
場
合
で
あ
つ
て
□
盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
縮 

小
を
伴
う
と
き
に
あ
つ
て
は
□
縮
小
後
の
盛
土
又
は
切 

土
を
す
る
土
地
の
面
積
□
に
応
じ
□
宅
地
造
成
又
は
特 

定
盛
土
等
工
事
許
可
申
請
手
数
料
の
目
に
定
め
る
額
に 

十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

二 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
新
た
な
土
地
に
係
る
宅
地
造

成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
設
計
の
変
更
に

つ
い
て
は
□
当
該
盛
土
又
は
切
土
を
す
る
新
た
な
土
地

の
面
積
に
応
じ
□
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
工
事
許

可
申
請
手
数
料
の
目
に
定
め
る
額 

 

三 

そ
の
他
の
変
更
に
つ
い
て
は
□
一
万
円 

 
土
石
の
堆
積
工

事
計
画
変
更
許 

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に 

よ
る
宅
地
造
成
等
□
土
石
の 

一
件
に
つ

き 

摘
要
第
一
号

か
ら
第
三
号 

 
 

 
 

 



  

二
七 
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可
申
請
手
数
料 

堆
積
に
限
る
□
□
に
関
す
る 

工
事
の
計
画
の
変
更
許
可
の 

申
請
に
対
す
る
審
査 

 

ま
で
に
掲
げ

る
額
の
合
計

額
□
そ
の
額

が
十
三
万
七

千
円
を
超
え

る
と
き
は
□

十
三
万
七
千

円
□ 

 
 

□
摘
要
□ 

 

一 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
設
計
の
変
更
□
次
号

に
規
定
す
る
変
更
の
み
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
□
□ 

に
つ
い
て
は
□
変
更
前
の
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の 

面
積
□
同
号
に
規
定
す
る
変
更
が
な
い
場
合
で
あ
つ

て
□
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
縮
小
を
伴
う
と
き
に

あ
つ
て
は
□
縮
小
後
の
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面 

積
□
に
応
じ
□
土
石
の
堆
積
工
事
許
可
申
請
手
数
料
の 

目
に
定
め
る
額
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

二 

土
石
の
堆
積
を
行
う
新
た
な
土
地
に
係
る
土
石
の
堆

積
に
関
す
る
工
事
の
設
計
の
変
更
に
つ
い
て
は
□
当
該

土
石
の
堆
積
を
行
う
新
た
な
土
地
の
面
積
に
応
じ
□
土

石
の
堆
積
工
事
許
可
申
請
手
数
料
の
目
に
定
め
る
額 

 

三 

そ
の
他
の
変
更
に
つ
い
て
は
□
一
万
円 

 

中
間
検
査
申
請

手
数
料 

第
十
八
条

第
一
項
の

規
定
に
よ

る
中
間
検

査
の
申
請

に
対
す
る

審
査 

 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
三
千
平

方
メ
□
ト
ル
以

内
の
も
の 

一
件
に
つ

き 
三

千

百

円 

 
 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
三
千
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
二
万
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

六
千
二
百
円 

 
 

 

盛
土
又
は
切
土 

一
件
に
つ 

一
万
二
千
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
す
る
土
地
の

面
積
が
二
万
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
四
万
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

き 

百
円 

 
 

 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
四
万
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
七
万
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

二
万
四
千
九

百
円 

 
 

 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
七
万
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
十
万
平
方

メ
□
ト
ル
以
内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

四
万
三
千
六

百
円 

 
 

 

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の

面
積
が
十
万
平

方
メ
□
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

一
件
に
つ

き 

六
万
二
千
三

百
円 

 
 

別
表
第
一
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
□
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
□
改
正
法
□
と
い
う
□
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
宅
地
造
成
工
事
許
可
申
請
手
数
料
の
目

を
削
り
□
同
項
宅
地
造
成
工
事
計
画
変
更
許
可
申
請
手
数
料
の
目
中
□
附
則
第
二
条
第
一
項
□
を
□
附

則
第
二
条
第
二
項
□
に
□
□
摘
要
の
一
か
ら
摘
要
の
三
□
を
□
摘
要
第
一
号
か
ら
第
三
号
□
に
改
め
□

同
目
の
摘
要
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

 
一 
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
設
計
の
変
更
□
次
号
に
規
定
す
る
変
更
の
み
に
該
当
す
る
場
合

を
除
く
□
□
に
つ
い
て
は
□
変
更
前
の
切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
次
の
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に

掲
げ
る
面
積
□
同
号
に
規
定
す
る
変
更
が
な
い
場
合
で
あ
つ
て
□
切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地

の
縮
小
を
伴
う
と
き
に
あ
つ
て
は
□
縮
小
後
の
切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
次
の
イ
か
ら
ヌ

ま
で
に
掲
げ
る
面
積
□
に
応
じ
□
当
該
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
定
め
る
額
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
額 



 
 

 

二
八 
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イ 

五
百
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の
面
積 

一
万
二
千
円 

 
 

 
 

ロ 

五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の
面
積 

二
万
千
円 

 
 

 
 

ハ 

千
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の
面
積 

三
万
千
円 

 
 

 
 

ニ 

二
千
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の
面
積 

四
万
七
千
円 

 
 

 
 

ホ 
五
千
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の
面
積 

六
万
七
千
円 

 
 

 
 

ヘ 
一
万
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の
面
積 

十
一
万
円 

 
 

 
 

ト 

二
万
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
四
万
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の
面
積 

十
七
万
円 

 
 

 
 

チ 

四
万
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
七
万
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の
面
積 

二
十
五
万
円 

 
 

 
 

リ 

七
万
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
十
万
平
方
メ
□
ト
ル
以
内
の
面
積 

三
十
四
万
円 

 
 

 
 

ヌ 

十
万
平
方
メ
□
ト
ル
を
超
え
る
面
積 

四
十
二
万
円 

 
 

別
表
第
一
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
□
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
□
改
正
法
□
と
い
う
□
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
宅
地
造
成
工
事
計
画
変
更
許
可
申
請
手

数
料
の
目
の
摘
要
第
二
号
中
□
面
積
に
応
じ
□
宅
地
造
成
工
事
許
可
申
請
手
数
料
の
目
□
を
□
前
号
イ

か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
面
積
に
応
じ
□
当
該
イ
か
ら
ヌ
ま
で
□
に
改
め
□
同
表
建
築
基
準
法
□
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
構
造
計
算
適
合
性
判
定
通
知
手
数
料
の
目
第
十
八
条

第
四
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
通
知
に
対
す
る
審
査
□
第
七
十
七
条
の
三
十
五

の
二
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
場
合
を
含
む
□
□
の

節
中
□
第
十
八
条
第
四
項
本
文
□
を
□
第
十
八
条
第
五
項
本
文
□
に
改
め
□
同
項
工
事
完
了
通
知
手
数

料
の
目
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
通
知
に
対
す
る
検
査
の
節
□
第
八
十
七
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
通
知
に
対
す
る
検
査
の

節
及
び
第
八
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
工

事
の
完
了
の
通
知
に
対
す
る
検
査
の
節
中
□
第
十
八
条
第
十
六
項
□
を
□
第
十
八
条
第
二
十
項
□
に
改

め
□
同
項
特
定
工
程
工
事
終
了
通
知
手
数
料
の
目
第
十
八
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
程
の
工

事
終
了
の
通
知
に
対
す
る
検
査
の
節
中
□
第
十
八
条
第
十
九
項
□
を
□
第
十
八
条
第
二
十
八
項
□
に
改

め
□
同
項
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
る
前
に
お
け
る
計
画
の
通
知
に
係
る
建
築
物
等
の
仮
使
用
認
定
申

請
手
数
料
の
目
中
□
第
十
八
条
第
二
十
四
項
第
一
号
□
を
□
第
十
八
条
第
三
十
八
項
第
一
号
□
に
改
め

る
□ 

第
二
条 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

別
表
第
一
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
確
認
申
請
手
数

料
の
目
第
六
条
第
一
項
□
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
の
規
定
に
よ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
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を
□
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
に
□
□
一
万
九
千
円
□
を
□
四
万
三
千
円
□
に
□
□
五
百
平
方
メ
□

ト
ル
を
□
を
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
□
に
□
□
三
万
四
千
円
□
を
□
七
万
千
円
□
に
□
□
四
万
八
千
円
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
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□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

十
一
万
円
□
に
□
□
四
十
六
万
円
□
を
□
八
十
万
円
□
に
改
め
□
同
節
の
摘
要
第
一
号
中
□
摘
要
の

二
□
を
□
次
号
□
に
改
め
□
同
節
の
摘
要
第
三
号
中
□
摘
要
の
四
□
を
□
次
号
□
に
改
め
□
同
節
の
摘

要
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 
 

 

五 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

一
万
九
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
□
□
一
万
四
千
円
□
を
□
三
万
三
千
円
□
に
□
□
□
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

 

九

千

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

確
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
節
中
□
五
千
円
□
を
□
九
千
円
□
に
□ 

□ 

 

を
□
十
万
円
□
に
□ 

 

を 
 

に
□
□
二
十
四
万
円
□
を
□
四 

十

四

万

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
八
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

二
九 

令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 

三
号
□
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
適
用
を
受
け
る
場
合
□
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性

能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
□
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
□
第
二
条
第

一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
□
□
の
確
認
申
請
手
数
料
の
額
は
□
表
に
定
め
る
額

に
□
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
も
の
の
項
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
の
目
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
係
る
審
査
の
節
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
同
節
の
規
定
に
よ
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
□ 

 
 

別
表
第
一
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
確
認
申
請
手
数

料
の
目
第
八
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
に
対
す
る

審
査
の
節
中
□
九
千
円
□
を
□
二
万
二
千
円
□
に
□
□
四
千
円
□
を
□
八
千
円
□
に
□
□
五
千
円
□
を

□
一
万
円
□
に
□
□
三
千
円
□
を
□
六
千
円
□
に
改
め
□
同
目
第
八
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
節
中
□
八
千
円
□
を

□
二
万
円
□
に
□
□
四
千
円
□
を
□
八
千
円
□
に
改
め
□
同
項
完
了
検
査
申
請
手
数
料
の
目
第
七
条
第 
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一

万
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を 

 

に
□
□
一
万
二
千
円
□
を
□
二
万
八
千
円
□
に
□
□
一
万
六
千
円
□
を
□
三
万 

 

一
項
の
規
定
に
よ
る
完
了
検
査
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
節
中 

二
万
二
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

床

面

積

の

合

計

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超 

一
件
に
つ

き 

二
万
二
千
円 

 
 

 

 

□ 

床

面

積

の

合

計

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

五
万
三
千
円 

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

千 

一
件
に
つ

き 

八
万
六
千
円 

 
 

 

 

 
 

 

え

□

五

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

 
 

床

面

積

の

合

計

が

五

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

三
万
六
千
円 

 

 

八
千
円
□
に
□ 

 

を 

 

に
□
□
五
万
円
□
を
□
十
一
万
円
□
に
□
□
十
二
万 



 
 

 

三
〇 

千 葉 県 報 号外第７８号 令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

円
□
を
□
十
七
万
円
□
に
□
□
十
九
万
円
□
を
□
二
十
七
万
円
□
に
□
□
三
十
八
万
円
□
を
□
五
十
五

万
円
□
に
□
□
九
千
円
□
を
□
一
万
九
千
円
□
に
□
□
一
万
千
円
□
を
□
二
万
五
千
円
□
に
□
□
一
万 
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□ 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
□
五
十
四
万
円
□
に
改
め
□
同
目
第
八
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
完
了
検
査
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
節
中
□
一
万
三
千
円
□
を
□
三
万
六
千
円
□
に
□
□
八
千

円
□
を
□
二
万
円
□
に
改
め
□
同
目
第
八
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
完
了
検
査
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
節
中
□
九
千
円
□
を
□
二
万
二
千
円
□
に
改

め
□
同
項
中
間
検
査
申
請
手
数
料
の
目
中
□
九
千
円
□
を
□
一
万
九
千
円
□
に
□
□
一
万
千
円
□
を

□
二
万
五
千
円
□
に
□
□
一
万
五
千
円
□
を
□
三
万
千
円
□
に
□
□
□
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
を
□
□

床

面

積

の

合

計

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

五

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

二

万

千

円 

床

面

積

の

合

計

が

五

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

三
万
五
千
円 

 

 

を 

五
千
円
□
を
□
三
万
五
千
円
□
に
□ 

十

八

万

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
六
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

円
□
を
□
十
六
万
円
□
に
□ 

 

に
□
□
三
十
七
万
円
□ 

 

を 

□ 

 
 

 

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

 
 

□ 

床

面

積

の

合

計

が

二

百

平

方

メ

□

ト 

一
件
に
つ

き 

五

万

円 

 
 

 

 

 
 

 

ル

を

超

え

□

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

 
 

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

八
万
三
千
円 

□ 

 

に
□
□
四
万
七
千
円
□
を
□
十
万
円
□
に
□
□
十
一
万 



  

三
一 

令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 

三
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
に
□
□
二
万
円
□
を
□
四
万
円
□
に
□
□
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
□
を
□
三
百

平
方
メ
□
ト
ル
を
□
に
□
□
三
万
三
千
円
□
を
□
五
万
七
千
円
□
に
□
□
四
万
五
千
円
□
を
□
七
万
七

千
円
□
に
□
□
十
万
円
□
を
□
十
五
万
円
□
に
□
□
十
六
万
円
□
を
□
二
十
六
万
円
□
に
□
□
三
十
三

万
円
□
を
□
五
十
四
万
円
□
に
改
め
□
同
項
計
画
通
知
手
数
料
の
目
第
十
八
条
第
二
項
□
第
八
十
七
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
通
知
に
対
す
る
審
査
の
節
中
□
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
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□ 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
□
三
万
三
千
円
□
に
□
□
□
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
を
□
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
に
□
□
一
万
九

千
円
□
を
□
四
万
三
千
円
□
に
□
□
五
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
□
を
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
□
に
□ 

 

□
三
万
四
千
円
□
を
□
七
万
千
円
□
に
□
□
四
万
八
千
円
□
を
□
十
万
円
□
に
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

□
四
十
六
万
円
□
を
□
八
十
万
円
□
に
改
め
□
同
節
の
摘
要
第
一
号
中
□
摘
要
の
二
□
を
□
次
号
□
に

改
め
□
同
節
の
摘
要
第
三
号
中
□
摘
要
の
四
□
を
□
次
号
□
に
改
め
□
同
節
の
摘
要
に
次
の
一
号
を
加

え
る
□ 

 
 

 

五 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

適
用
を
受
け
る
場
合
□
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
□
□
の
計
画
通
知
手
数
料
の
額
は
□
表
に
定

め
る
額
に
□
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
も
の
の
項

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
の
目
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
係
る
審
査
の
節
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
同
節
の
規
定
に
よ
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
□ 

 
 

別
表
第
一
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
計
画
通
知
手
数

料
の
目
第
八
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
通
知
に
対
す

る
審
査
の
節
中
□
九
千
円
□
を
□
二
万
二
千
円
□
に
□
□
四
千
円
□
を
□
八
千
円
□
に
□
□
五
千
円
□

を
□
一
万
円
□
に
□
□
三
千
円
□
を
□
六
千
円
□
に
改
め
□
同
目
第
八
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
通
知
に
対
す
る
審
査
の
節
中
□
八
千
円
□

を
□
二
万
円
□
に
□
□
四
千
円
□
を
□
八
千
円
□
に
改
め
□
同
項
工
事
完
了
通
知
手
数
料
の
目
第
十
八 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

を 
 

に
□
□
一
万
四
千
円
□ 

九

千

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
万
九
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
八
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

一

万

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

条
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
通
知
に
対
す
る
検
査
の
節
中 

 

を 

二
万
二
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
□
□
一
万
二
千
円
□
を
□
二
万
八
千
円
□
に
□
□
一
万
六
千
円
□
を
□
三
万 

床

面

積

の

合

計

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

五 

一
件
に
つ

き 

二
万
二
千
円 

 
 

 

 

 

千
円
□
を
□
九
千
円
□
に
□ 

十

四

万

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
□
□
二
十
四
万
円
□
を
□
四
十
一
万
円
□
に
□ 



 
 

 

三
二 
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万
円
□
を
□
十
七
万
円
□
に
□
□
十
九
万
円
□
を
□
二
十
七
万
円
□
に
□
□
三
十
八
万
円
□
を
□
五
十

五
万
円
□
に
□
□
九
千
円
□
を
□
一
万
九
千
円
□
に
□
□
一
万
千
円
□
を
□
二
万
五
千
円
□
に
□
□
一 
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万
五
千
円
□
を
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三
万
五
千
円
□
に
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を 

□ 

床

面

積

の

合

計

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超 

一
件
に
つ

き 

五

万

円 

 
 

 

 

 
 

 

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

 
 

床

面

積

の

合

計

が

五

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

三
万
六
千
円 

□ 

 

八
千
円
□
に
□ 

床

面

積

の

合

計

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

五
万
三
千
円 

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

千

平

方 

一
件
に
つ

き 

八
万
六
千
円 

 
 

 

 
 

 
 

 

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

 
 

 

に
□
□
五
万
円
□
を
□
十
一
万
円
□
に
□
□
十
二 

床

面

積

の

合

計

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

五

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

二

万

千

円 

床

面

積

の

合

計

が

五

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

三
万
五
千
円 

 



  

三
三 

令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

万
円
□
を
□
十
六
万
円
□
に
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
□
□
三
十
七
万 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

円
□
を
□
五
十
四
万
円
□
に
改
め
□
同
目
第
八
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
十
項

の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
通
知
に
対
す
る
検
査
の
節
中
□
一
万
三
千
円
□
を
□
三
万
六
千
円
□

に
□
□
八
千
円
□
を
□
二
万
円
□
に
改
め
□
同
目
第
八
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
十
八
条
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
通
知
に
対
す
る
検
査
の
節
中
□
九
千
円
□
を

□
二
万
二
千
円
□
に
改
め
□
同
項
特
定
工
程
工
事
終
了
通
知
手
数
料
の
目
中
□
九
千
円
□
を
□
一
万
九

千
円
□
に
□
□
一
万
千
円
□
を
□
二
万
五
千
円
□
に
□
□
一
万
五
千
円
□
を
□
三
万
千
円
□
に
□
□
□

五
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
を
□
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
□
に
□
□
二
万
円
□
を
□
四
万
円
□
に
□
□
五
百

平
方
メ
□
ト
ル
を
□
を
□
三
百
平
方
メ
□
ト
ル
を
□
に
□
□
三
万
三
千
円
□
を
□
五
万
七
千
円
□
に
□

□
四
万
五
千
円
□
を
□
七
万
七
千
円
□
に
□
□
十
万
円
□
を
□
十
五
万
円
□
に
□
□
十
六
万
円
□
を

□
二
十
六
万
円
□
に
□
□
三
十
三
万
円
□
を
□
五
十
四
万
円
□
に
改
め
□
同
表
都
市
の
低
炭
素
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
低
炭
素
建
築
物
新
築
等

計
画
認
定
申
請
手
数
料
の
目
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定

の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
節
中
□
□
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
十
五
条
第
一
項
□
を
□
第 
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に
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□
十
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十

八
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二
十
六
万
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□ 

□ 

誘導仕様基準による場合 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

一
万
七
千
円 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

一
万
九
千
円 

 

 

十
四
条
第
一
項
□
に
□ 

 

を 

誘導仕様基準 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平 

一
件
に
つ

き 

一
万
七
千
円 

 
 

 
 

 

 
 

 

え

□

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

 
 

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

を

超

え

□

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

内

の
も
の 

一
件
に
つ

き 

八
万
三
千
円 
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三
四 

千 葉 県 報 号外第７８号 令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 
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□ 

 

に
□ 

 
 

 
 

による場合 
方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

一
万
九
千
円 

誘導仕様・計算併用法による場合 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

二
万
五
千
円 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平

方

メ

□

ト 

一
件
に
つ

き 

二
万
八
千
円 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ル

以

上

の

も

の 

 
 

 

□ 

誘導仕様基準による場合 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

三
万
二
千
円 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

五
万
六
千
円 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積 

一
件
に
つ

き 

十

万

千

円 

 
 

 
 

 

誘導仕 

建

築

物

の

延

べ 

一
件
に
つ

き 

三
万
二
千
円 

 
 

 
 

 



  

三
五 

令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 

 

を 
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二

千

平

方
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□

ト

ル
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上

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

十
五
万
二
千

円 

誘導仕様・計算併用法によ 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

五

万

円 

建

築 

一
件
に
つ 

八
万
四
千
円 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

る場合 

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

き 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

十
四
万
五
千

円 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積 

一
件
に
つ

き 

二
十
一
万
二

千
円 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

様基準による場合 

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 
五
万
六
千
円 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

五

千

平

方

メ 

一
件
に
つ

き 

十

万

千

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

十
五
万
二
千

円 



 
 

 

三
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千 葉 県 報 号外第７８号 令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

に
改
め
□
同
項
の
摘
要
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
□
第
四
号
を
第
五
号
と
し
□
第
三
号
を
第
四
号
と

し
□
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 
 

 

三 

誘
導
仕
様
・
計
算
併
用
法
と
は
□
省
令
第
十
条
第
二
号
イ 

及
び
ロ 

に
定
め
る
基
準
又
は

同
号
イ 

及
び
ロ 

に
定
め
る
基
準
に
よ
り
評
価
す
る
方
法
を
い
う
□ 

 
 

別
表
第
一
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
も
の
の
項
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
の
目
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
係
る
審
査
の
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

第

十

一

条

第

一

項

又

は

第

十

二

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

□

消

費

性

能

適

合

性

判

定

に 

一

戸

建

て

の

住

宅 

仕

様

基

準

に

よ

る

場

合 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

一
万
七
千
円 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

以 

一
件
に
つ

き 

一
万
九
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

係

る

審

査 

 
 

上

の

も

の 

 
 

 
 

仕

様

・

計

算

併

用

法

に

よ

る

場

合 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

二
万
五
千
円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

二
万
八
千
円 

 
 

そ

の

他

の

場
合 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

三
万
四
千
円 

 
 

 
 

 
 

 

（２ ） 
 

（１） 

 

（１） 
 

（２ ） 

 
 

 
 

 

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

 
 

 

□ 



  

三
七 

令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 
一
件
に
つ

き 

三
万
七
千
円 

 

共

同

住

宅

等 

仕

様

基

準

に

よ

る

場

合 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

三
万
二
千
円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

千

平

方

メ

□

ト 

一
件
に
つ

き 

五
万
六
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

十

万

千

円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

十
五
万
二
千

円 

 
 

仕

様

・

計

算

併

用

法

に

よ 
建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三 

一
件
に
つ

き 

五

万

円 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

三
八 

千 葉 県 報 号外第７８号 令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 

る

場

合 

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

八
万
四
千
円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

五

千

平

方

メ

□

ト 

一
件
に
つ

き 

十
四
万
五
千

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

二
十
一
万
二

千
円 

 
 

そ

の

他

の

場

合 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

六
万
七
千
円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二 

一
件
に
つ

き 

十
一
万
二
千

円 

 
 

 
 

 
 



  

三
九 

令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

十
九
万
千
円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

二
十
七
万
三

千
円 

 

工

場

倉

庫 

モ

デ

ル

建 

建

築

物

の 

一
件
に
つ

き 

一
万
九
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

用

途

と

し

て

知

事

が

定

め

る

も

の

の

み

に

供

す

る

非

住

宅

建

築

物 下

こ

の

項

に

お

い

て

□

特

定

非

住

宅

建

築

物

□

と

い

う 
 

築

物

基

準

Ｂ

に

よ

る

場

合 

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

二
万
六
千
円 

 
 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

千 

一
件
に
つ

き 

三
万
七
千
円 

 
 

 
 

 
 

□ 

□
以 

□
□ 



 
 

 

四
〇 

千 葉 県 報 号外第７８号 令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

九
万
三
千
円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

一

万

平

方

メ

□

ト 

一
件
に
つ

き 

十

四

万

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

一

万

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

万

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

十
七
万
三
千

円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

万

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

二
十
一
万
五

千
円 

 
 

そ

の

他

の

場

合 
建

築

物

の

延

べ 

一
件
に
つ

き 

二
万
三
千
円 

 
 

 
 

 
 



  

四
一 

令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

 
建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

三

万

円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

千

平

方 

一
件
に
つ

き 

四
万
二
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

九
万
九
千
円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

一

万

平

方

メ

□

ト

ル

未 

一
件
に
つ

き 

十
四
万
七
千

円 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

四
二 

千 葉 県 報 号外第７８号 令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

満

の

も

の 

 
 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

一

万

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

万

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

十
八
万
千
円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

万

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

二
十
二
万
四

千
円 

 

特

定

非

住

宅

建

築

物 

モ

デ

ル

建

築

物

基

準 

建

築

物

の

延

べ

面

積 

一
件
に
つ

き 

八
万
五
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

以

外

の

非

住

宅

建

築

物 下

こ

の

項

に

お

い

て

□

一

般

非

住

宅

建

築

物

□

と

い

う 
 

Ｂ

に

よ

る

場

合 

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

十
万
八
千
円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

千

平

方

メ

□ 

一
件
に
つ

き 

十
四
万
二
千

円 

 
 

 
 

 
 

□
□ 

□
以 



  

四
三 

令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

二
十
三
万
円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

一

万

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の 

一
件
に
つ

き 

三

十

万

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

も

の 
 

 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

一

万

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

万

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

三
十
六
万
千

円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

万

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

四
十
二
万
三

千
円 

 
 

そ

の

他

の

場

合 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三 

一
件
に
つ

き 

二
十
二
万
千

円 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

四
四 

千 葉 県 報 号外第７８号 令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

二
十
七
万
七

千
円 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

千

平

方

メ

□

ト

ル 

一
件
に
つ

き 

三
十
五
万
八

千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

未

満

の

も

の 

 
 

 
 

 

建

築

物
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に
改
め
□
同
項
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
向
上 

誘導仕様基準による場合 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

三
万
二
千
円 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二 

一
件
に
つ

き 

五
万
六
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

満

の

も

の 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

十
五
万
二
千

円 

□ 

 
 

 
 

 

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

十

万

千

円 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 
一
件
に
つ

き 

十
五
万
二
千

円 

誘導 

建

築

物

の 

一
件
に
つ

き 

五

万

円 

 
 

 
 

 



 
 

 

四
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計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
の
目
中
□
第
三
十
六
条
第
一
項
□
を
□
第
三
十
一
条
第
一
項
□
に
□
□
第

三
十
四
条
第
一
項
□
を
□
第
二
十
九
条
第
一
項
□
に
改
め
□
同
項
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
認
定

申
請
手
数
料
の
目
を
削
り
□
同
項
の
摘
要
第
十
四
号
中
□
第
三
十
五
条
第
二
項
□
第
三
十
六
条
第
二

項
□
を
□
第
三
十
条
第
二
項
□
第
三
十
一
条
第
二
項
□
に
□
□
第
六
号
□
第
七
号
□
第
九
号
□
第
十

号
□
第
十
二
号
若
し
く
は
前
号
□
を
□
第
七
号
□
第
八
号
若
し
く
は
第
十
一
号
か
ら
前
号
ま
で
□
に
改

め
□
同
号
を
同
項
の
摘
要
第
十
五
号
と
し
□
同
項
の
摘
要
第
十
三
号
中
□
第
六
号
□
第
七
号
□
第
九
号

若
し
く
は
第
十
号
□
を
□
第
七
号
□
第
八
号
□
第
十
一
号
若
し
く
は
第
十
二
号
□
に
改
め
□
同
号
を
同

項
の
摘
要
第
十
四
号
と
し
□
同
項
の
摘
要
第
十
二
号
中
□
第
六
号
□
を
□
第
七
号
□
に
□
□
第
九
号
□

を
□
第
十
一
号
□
に
改
め
□
同
号
を
同
項
の
摘
要
第
十
三
号
と
し
□
同
項
の
摘
要
中
第
十
一
号
を
削

り
□
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
□
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
□
第
八
号
を
削
り
□
同
項
の
摘
要
第
七
号

中
□
係
る
□
の
下
に
□
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□

消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
又
は
□
を
加
え
□
□
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申

請
手
数
料
□
を
□
手
数
料
□
に
改
め
□
同
号
を
同
項
の
摘
要
第
八
号
と
し
□
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を

加
え
る
□ 

 
 

 

九 

複
合
建
築
物
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
の
額
は
□
当
該
複

合
建
築
物
を
住
宅
部
分
と
非
住
宅
部
分
と
に
区
分
し
□
住
宅
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
単
位
住
戸

の
数
が
一
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
戸
建
て
の
住
宅
と
□
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
共
同

住
宅
等
と
□
非
住
宅
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
用
途
が
工
場
□
倉
庫
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用

□ 

 
 

 
 

仕様・計算併用法による場合 

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

八
万
四
千
円 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

二

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

五 

一
件
に
つ

き 

十
四
万
五
千

円 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

千

平

方

メ

□

ト

ル

未

満

の

も

の 

 
 

 

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

五

千

平

方

メ

□

ト

ル

以

上

の

も

の 

一
件
に
つ

き 

二
十
一
万
二

千
円 



  

四
九 

令和 6 年 12 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７８号 

途
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
の
み
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
特
定
非
住
宅
建

築
物
と
□
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
一
般
非
住
宅
建
築
物
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
手
数
料
の

額
を
算
定
し
た
場
合
の
当
該
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
と
す
る
□ 

 
 

 
十 

複
合
建
築
物
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
□
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
の
額
は
□
当
該
建
築
物
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
に
二
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
□ 

 
 

別
表
第
一
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
も
の
の
項
の
摘
要

第
六
号
中
□
係
る
□
の
下
に
□
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
又
は
□
を
加
え
□

同
号
を
同
項
の
摘
要
第
七
号
と
し
□
同
項
の
摘
要
中
第
三
号
を
削
り
□
第
四
号
を
第
三
号
と
し
□
同
項

の
摘
要
第
五
号
中
□
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ 

及
び
ロ 

□
を
□
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ 

及
び

ロ 

□
に
改
め
□
同
号
を
同
項
の
摘
要
第
四
号
と
し
□
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
□ 

 
 

 

五 

誘
導
仕
様
・
計
算
併
用
法
と
は
□
省
令
第
十
条
第
二
号
イ 

及
び
ロ 

に
定
め
る
基
準
又
は

同
号
イ 

及
び
ロ 

に
定
め
る
基
準
に
よ
り
評
価
す
る
方
法
を
い
う
□ 

 
 

 

六 

仕
様
・
計
算
併
用
法
と
は
□
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ 

及
び
ロ 

に
定
め
る
基
準
又

は
同
号
イ 

及
び
ロ 

に
定
め
る
基
準
に
よ
り
評
価
す
る
方
法
を
い
う
□ 

 
 

別
表
第
一
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
□
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
□
平
成
二
十
八
年

国
土
交
通
省
令
第
五
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
中
□
□
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
□
□
を

削
り
□
□
第
十
一
条
□
を
□
第
十
三
条
□
に
□
□
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
二
項
□
を
□
第

十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
二
項
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
条
例
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
□
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

一 

第
一
条
中
別
表
第
一
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
の

改
正
規
定
及
び
附
則
第
五
項
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
一
条
中
別
表
第
一
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四

号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
の
改
正
規
定 

令
和
七
年
三
月
一
日 

 

三 

第
一
条
中
別
表
第
一
旅
券
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
の

改
正
規
定
及
び
同
表
高
圧
ガ
ス
保
安
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項

の
改
正
規
定 

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日 

 

四 

第
一
条
中
別
表
第
一
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
令
和
五
年
法
律
第
三
号
□
に
基
づ

く
も
の
の
項
の
次
に
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
表
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

□
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
改
正
法
□
と
い
う
□
□
に
基
づ
く
も
の

の
項
の
改
正
規
定 

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

第
一
条
の
規
定
□
別
表
第
一
旅
券
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
に
基
づ
く
も
の
の

項
の
改
正
規
定
に
限
る
□
□
に
よ
る
改
正
後
の
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
別
表
第
一
旅
券
法
□
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
法
□
と
い
う
□
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
の

規
定
は
□
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
日
以
後
に
さ
れ
る
一
般
旅
券
に
関
す
る
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ

い
て
適
用
し
□
同
日
前
に
さ
れ
た
一
般
旅
券
に
関
す
る
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
□ 

３ 

大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
令
和
五
年
法
律
第
八
十

四
号
□
以
下
□
改
正
法
□
と
い
う
□
□
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
四
号
□
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
の
有
効
期
間
内
に

お
い
て
□
当
該
大
麻
草
採
取
栽
培
者
が
附
則
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
日
□
附
則
第
五
項
に
お
い
て

□
第
二
号
施
行
日
□
と
い
う
□
□
以
後
に
第
一
条
の
規
定
□
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定

に
限
る
□
附
則
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
に
よ
る
改
正
前
の
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
別
表
第
一
大

麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
□
に
基
づ
く
も
の
の
項
大

麻
草
採
取
栽
培
者
登
録
変
更
手
数
料
の
目
及
び
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
証
再
交
付
手
数
料
の
目
の
規

定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

４ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
第
六
条
第
一
項
又

は
第
十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
□
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
七
条
の
四
並
び
に
第
八
十
八
条
第

一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た

者
で
あ
□
て
□
建
築
物
の
建
築
□
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
□
建
築
設
備
の
設
置
又

は
工
作
物
の
築
造
の
工
事
に
着
手
し
て
い
る
も
の
に
係
る
確
認
申
請
手
数
料
□
完
了
検
査
申
請
手
数

料
□
中
間
検
査
申
請
手
数
料
□
計
画
通
知
手
数
料
□
工
事
完
了
通
知
手
数
料
及
び
特
定
工
程
工
事
終
了

通
知
手
数
料
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
使
用
料
及
び
手
数
料
条

例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

 

□
適
用
□ 

５ 

こ
の
条
例
の
公
布
の
日
か
ら
第
二
号
施
行
日
ま
で
の
間
に
改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
改
正

法
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律

第
五
条
第
一
項
の
免
許
の
申
請
を
行
う
場
合
の
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
使
用
料
及
び
手
数
料

条
例
別
表
第
一
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
□
に
基

づ
く
も
の
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
同
項
中
□
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
□
と

あ
る
の
は
□
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
□
令
和
五
年
法

律
第
八
十
四
号
□
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
行
う
同
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
□
と
□
□
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
申
請
手
数

料
□
と
あ
る
の
は
□
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
申
請
手
数
料
□
と
□
□
七
千
八
百
円
□
と
あ
る

の
は
□
二
万
千
九
百
円
□
と
す
る
□ 

 

 

（３ ） 
 

（３ ） 
 

（２ ） 

 

（２ ） 

 

（２ ） 

 

（２ ） 

 

（２ ） 
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に
改
め
る
。 

 

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
四
十
三
号 

 
 

 

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
□
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
六
十

三
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
第
七
章 

事
業
授
産
施
設
□
第
四
十 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
八
章 

雑
則
□
第
四
十
一
条
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

条
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

６ 

救
護
施
設
は
□
入
所
者
の
自
立
支
援
を
行
う
た
め
□
入
所
者
の
意
向
を
踏
ま
え
□
各
入
所
者
ご
と
に

個
別
支
援
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

第
二
十
四
条
第
一
項
中
□
更
生
計
画
□
を
□
個
別
支
援
計
画
□
に
改
め
□
同
条
第
二
項
中
□
第
二
項
□

の
下
に
□
及
び
第
六
項
□
を
加
え
る
□ 

 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
□
更
生
計
画
□
を
□
個
別
支
援
計
画
□
に
改
め
る
□ 

 

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
□ 

 
 

 

第
八
章 

雑
則 

 

□
電
磁
的
記
録
□ 

第
四
十
一
条 

救
護
施
設
等
及
び
事
業
授
産
施
設
は
□
作
成
□
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う

ち
□
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
書
面
□
書
面
□
書
類
□
文
書
□
謄
本
□
抄
本
□
正
本
□
副
本
□
複
本
そ

の
他
文
字
□
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
□
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の

有
体
物
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
□
規
則
で
定

め
る
も
の
に
限
る
□
□
に
つ
い
て
は
□
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
□
書
面
に
代
え
て
当
該
書
面
に

係
る
電
磁
的
記
録
□
電
子
的
方
式
□
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
□
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
□
て
□
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
□
□
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
四
十
四
号 

 
 

 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
□
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
八

十
五
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
十
七
条
中
□
乳
児
院
□
の
下
に
□
□
母
子
生
活
支
援
施
設
□
を
加
え
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
き
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
□ 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
四
十
五
号 

 
 

 

水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
き
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
き
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
□
昭
和
五
十
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
号
□
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

別
表
第
三 

 

第
一
種
水
域
の
表
大
腸
菌
群
数
の
項
□
別
表
第
三 

 

第
二
種
水
域
の
表
大
腸
菌
群
数

の
項
及
び
別
表
第
三 

 

第
三
種
水
域
の
表
大
腸
菌
群
数
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

大
腸
菌
数 

全
業
種 

八
〇
〇 

八
〇
〇 

 

別
表
第
三
の
備
考
第
一
号
た
だ
し
書
中
□
大
腸
菌
群
数
□
を
□
大
腸
菌
数
□
に
□
□
一
立
方
セ
ン
チ

メ
□
ト
ル
に
つ
き
個
□
を
□
一
ミ
リ
リ
□
ト
ル
に
つ
き
コ
ロ
ニ
□
形
成
単
位
□
に
改
め
る
□ 

 

別
表
第
六
大
腸
菌
群
数
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

大
腸
菌
数 

全
業
種 

八
〇
〇 

八
〇
〇 

 

別
表
第
六
の
備
考
第
一
号
た
だ
し
書
中
□
大
腸
菌
群
数
□
を
□
大
腸
菌
数
□
に
□
□
一
立
方
セ
ン
チ

メ
□
ト
ル
に
つ
き
個
□
を
□
一
ミ
リ
リ
□
ト
ル
に
つ
き
コ
ロ
ニ
□
形
成
単
位
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
四
十
六
号 

 
 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

建
築
基
準
法
施
行
条
例
□
昭
和
三
十
六
年
千
葉
県
条
例
第
三
十
九
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

（一） 
 

（二） 

 

（三） 

 

目
次
中
「
第
七
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事
業
授
産
施
設
（
第
四
十
条
）
」
を 
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第
五
十
条
の
二
第
一
項
中
□
第
六
条
第
一
項
第
四
号
□
を
□
第
六
条
第
一
項
第
三
号
□
に
改
め
る
□ 
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こ
の
条
例
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
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